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財団法人 資産評価 システム研究セ ンターは、適切な地域政策の樹立に資するため、地域の資産

の状況及びその評価の方法に関する調査研究等の事業を実施することを目的として設立されました。

当評価センターにおける調査研究は、資産評価の基礎理論及び地方公共団体等における資産評価

技法の両面にわたって、毎年度、学識経験者及び自治省並びに地方公共団体等の関係者をもって構

成する資産評価システム、土地、家屋及び償却資産の各部門ごとの研究委員会において行われ、そ

の成果は、会員である地方公共団体及び関係団体等に調査研究報告書として配布 し、活用されてい

るところであります。

本年度の家屋研究委員会の調査研究テーマは、(1)特 別な防災設備を有する建物の事例に関する

調査研究、(2)木 造3階 建て家屋に係る標準量等に関する調査研究、(3)輸 入住宅に係る再建築費

等に関する調査研究の3項 目であります。本報告は、上記(1)の調査研究に属するもので、制振装置、

免震装置を有する建物について、建物概要や制振、免震装置の種類や設置状況、現状での各自治体

における制振、免震装置の評価方法等について調査研究を行いました。

この程、その調査研究の成果をとりまとめ、ここに、公表する運びとなりましたが、この機会に、

熱心にご研究、ご審議をいただきました委員及び専門員並びに実地調査に当たり、種々ご協力を賜

りました地方公共団体の関係者各位に対 し、心から感謝申し上げます。

なお、当評価センターは、今後とも、所期の目的にそって、事業内容の充実及び地方公共団体等

に役立つ調査研究に努力をいたす所存でありますので、地方公共団体をはじめ関係団体の皆様のな

お一層のご指導、ご援助をお願い申し上げます。

最後に、この調査研究事業は、(財)日本船舶振興会(日 本財団)の 補助金の交付を受けて実施した

ものであり、改めて深 く感謝の意を表するものであります。

平成9年3月

財団法人 資産評価 システム研究センター

理 事 長 前 川 尚 美
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第1章 研究概要

阪神 ・淡路大震災以降、建築物における地震対策が注目されるようになった。その中で制振 ・免

震装置の設置 してある建物 も特に関心が高まったもののひとつである。 しかし固定資産(家 屋)評

価基準において制振 ・免震装置を有する建物を評価するに当たって、現状では、各自治体が独自の

方法で評価を行っている状況である。そこで本研究では、制振 ・免震装置を有する建築物について、

その概要や免震、制震設備の種類やその設置状況及び現状での各自治体における評価方法、補正及

び補正係数の算定方法等の現状を調査 ・分析 し、今後、制振 ・免震装置を有する建物の評価をする

上での基礎資料に供することを目的とした。
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第2章 調査方法及び調査内容

2―1調 査対象

「特別な防災設備」のうち、制振 ・免震の構造を有する建物 として、(財)日本建築セ ンターにお

いて建築基準法第38条 に基づ く建築確認の評定を受けた建物を調査対象と し、またそれ と同様の

構造の ものにつ いて も適宜対象 とす ることとした。調査対象建物 の所在す る調査対象都市 は24都

道府県、8政 令指定都市であり、 これ らの調査対象都市の家屋評価担当者に、本調査のために作

成 した調査表の記入をいただ く依頼を行 った ものである。

2―2調 査項 目

記載要領、調査表及び記入要領 は、表2―2―1に 示す とお りであ るが、その内容 は下記の

1～8に 示す項 目のように調査対象建物の概要や評点付設の方法等の調査項 目について記載いた

ただ くものであ る。

1.構 造

2.用 途

3.階 層 数

4.総 床面積

5.設 置 数

6.当 該設備の評点数

7.評 点付設方法

8.主 体構造部の補正
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表2-2-1記 載要領、調査表及び記入要領

特 別 な 防 災 設 備 を 有 す る建 物 の 事 例 に 関 す る 調 査 ・研 究

1目 的

阪 神 ・淡路大震災以降、建築物における地震対策と して特に関心の強まった制振 ・免震の震造を有す る建物の評価事例 に関する調査 ・研究 を行うことによ り、今

後における評価基準の評点項 目等の新設等 の検討材料とする。

2調 査方佳

(1)調 査の概要

この調査 は、阪神 ・淡路大震災を契機 として注目されている制振 ・免震構造 を有するものについて、設置及び評価の現状を調査・ 分析 しようとす るものである。

(2)調 査対象 とする 「侍別な防災設備 」

制振 ・免震構造 として(財)日 本建築センターにおいて建築基準法第38条 に基づ く建築確認 の評定を受け たもの又はそれ と同様の構造の もの

○制振装置 ・・ ・地震動 ・風外乱に対す る建築 物の動きを抑制 ・制御するための装置

○免震装置・・・ 免震支承(積 震ゴム支承、すべ り支承)及 びダンバー等 の装置で、それ によ り建築物を上部 構造 と下部構造に分けているもの

(3)調 査方法

上記の装 量を備 えた建築物 については、(財)日本 建築センターにおいて建築基準法第38条 に基づ く建築確認 の評定が行われてお り、当該装置 導入建物 につい
て全て把握で きるため、その建物 の所在する団体 を調査対象 とす る。このとき、(2)に いう特別な防災設備はほ とんどが非本造家 屋において見られる ものであるが、
非木造家屋 の評価事務が全国的に都道府県で行われている現状に鑑み、調査対象 団体を当設建物の所在す る都道府県及び政令指定都 市とす る。

○調査対象都道遺府県 ・政令指定都市の固定資産評価担当部課 に対するアンケー ト調査

(4)調 査項 目

(財)日本 建築センターが評定 した建物及び評定 されていないが制 振 ・免震装置 を もつ建物 に係る評価事例の列挙
・装置 名

・建築物 の概要

・評点付設の実態

なお、評価調書 、建物の概 要が分かるパ ンフ レット等を同時に収集 し、評価実態の適正な把握 に努める ものとす る。

特 別 な 防 災 設 備 を有 す る 建 物 の 事 例 に 関す る 調

団 体

N o 件 名 装置名 ・施工業 者 構造 用途 階層数 総床面積 設置数 当該設備の評点数 評点 付 設 方 法 主■■■■の補正

※1、 別添 一覧表以外 に事例があれば、合わせて記入願います。
2、 ここに列挙 した評価事 例について、①評価調書、② 建物の概要 が分か るもの(パ ンフ等で も可)を 、できる範囲内で結 構ですので、添 付されるよ うお願 い します。

(記 入要領)

項 目

N o.

件名

装置名 ・施工業者

構造

用途

総床面積

設置数

当該設備の評点数

評点付設方法

主体構造部の補正

記 載事 項 単位 備 考

別添一覧表に外書きしている番号を記載する

別添一覧表の建物名を記載す る

制振 ・免震の別 と○○ダンパー等装置 名、ないものは施工業 者を記入する

1・・SRC造 、2・ ・RC造 、3・ ・S造 1～3に 該当しないものは、その構造 を記入する

1・ ・事務 所 ・店舗 用 、2・ ・住 宅 ・アパ ー ト用 、

3・ ・病 院・ ホ テ ル用

1～3に該 当しない ものは、評点基準 表 を用いた用途別区分を記入す る

階数 地階は 括弧 書 きで外数 とする

㎡

(例)地 上8階 、地下2階・・・8(2)

当該装置 の設畳数 基 装置がカウン トで きるものについて記 入する

点 評価調書 の当該設備 に係る評点数 を転記す る

評点付設せずに主体構造部 、基礎等を補 正してい る場合は、当該部分 とそ

の補正率を記載 す る(例)「 主体構 造部、1.5」

1・・基準表 に評点 項目を新設 し評点付設

2・ ・主体構造 部 ・基礎等の補 正により対応

3・ ・特段の評 点付設は しなかっ た

評点 項目の新設 や補正の際 に取得価額 を参考に した、償却資 産 とみなして

評点付設はしなか った等の事情 を括弧 書き で記載 す る

1・・ 主体構造 部に対 し滅額補正を行った

2・・特 段の補正は行 っていない
当該装置 導入によ り、主体構造部の 施工量が減 少 していると認め、 所要の

補正 を行 ったかどうかについて記入する

―3―
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2―3制 振 ・免震の定義と装置の概要

一般に
、制振、免 震構造 とは以下の ことをいうものである。

制 振:制 振とは、建物が地震や風外乱等 によ り振動を起 こす際、制御力を加えたり振動エネ

ルギーを吸収す ることにより、その建物の揺れを少な く抑えることである。

免 震:一 般 に、建物の固有周期が長周期 になれば、一地震動 との共振が避 けられ、揺れを抑え

ることが出来 る。免震 とは、地震の揺れよりも建物を長周期化す る事により、地震動

との共振を避 け、揺れを抑え ることである。

・制振装置:地 震動
、風外乱 に対す る建築物の動 きを抑制 ・制御す る為の装置であ り、様々な種

類がある。制御するために動力を必要 とするアクティブ型、動力を必要 としないパ

ッシブ型、アクテ ィブとパ ッシブを併用 したハ イブリッ ド型に大別できる。 さらに

パ ッシブ型では建物頂部の大 きなマス(お もり)を 揺 らして反力で建物の揺れを抑

え る 「マスダンパー」 とダ ンパーを各階のフ レーム内に組み込んで振動エネルギー

を吸収す る 「各層配置型ダ ンパー」 に分類される。

・免震装置:免 震支承(積 層 ゴム支承、すべ り支承)及 びダ ンパー等の装置の事で、それにより

建築物を上部構造 と下部構造 に分 けて、地震時の揺れが上部建物 に伝わ るのを軽減

す る。実際 に建築物 に採用 され る場合 は2種 類以上の装置を併用す る場合が多い

(例えば、積層 ゴム+鋼 棒ダ ンパ ー)。また、積層 ゴムとダンパーを一体化 した装置

(鉛入 り積層 ゴム)な ど もある。

次頁以降に調査対象 となった制振 ・免震建物の一部を事例 シー トとして載せる。

―4―



(仮称)新 横浜プリンスホテル BCJ-63-H565

所在地
意匠設計

神奈川県横浜市港北区新横浜3-4、5

清水建設㈱ 構造設計 清水建設㈱
ホテル

施工
最高高さ
建築面積

基礎

清水建設㈱
149.35m

5，889.0㎡

階数 地上43階 地下3階 塔屋1階
76，027.0㎡

場所打ちコシク リー ト拡底杭基礎、連続フーチ ング基(耐 圧盤基礎)

上部構造 高層棟:鉄 骨造 周辺低層棟:鉄 骨鉄筋 コンクリー ト造

設計層せん断力係数 高層棟
低層棟

X、Y方 向共:0.058(B1F)～0.237(43F)

X、Y方 向 :0.199(1F)～0.369(43F)

地 時固有周期 XY方 向:T1＝4.43s

レベル2地 震時の最大層間変位
スロッシングダ ンパー

XY方向 共:2.38㎝(18F)

水量同期式(質 量同調式)
(HACHINOHENS1968)

制振部材

SSD
新幹線 の 新横浜 駅前に 建 つ門 筒

形の 超 高層 ホテル(143m)"新

横浜 プ リンスホ テル"で は、81トン

の 水 を30個 の装 置に分 け、屋上

階 の外 壁 に沿 った門 周上 に等間

隔 にSSDが配 置 されています。

制振装置

容器 に 入れた水は 、容器の大きさ と水の深 さによって決まる●●の振動間期

を持っ ており、この性質を利用し たものがSSDで す。 水を建 物の振動 に

●振させ ることにより、建物の動 きを止 める方向の● を生 み出 し、建物の揺

れを低減 させるシステムで、プラスチック製などの容器 と水で 構成 されています。建

物の非常 に小さな揺 れから制振 効 果が得ら れるほか、装置の分 割が

可能 であるため，設置 条件の 制約 はなく、メンテナンスも容易 で す。

基準階平面図

出典 ビルデ ィングレター

1階平面図

89.3

断 面 図
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用途

延床面積

参考文献 清水建設パ ンフレット



Tプ ラ ン 免80

用途 日刊新聞印刷工場及び事務所
意匠設計 大成建設㈱ 構造設計 大成建設㈱
施工 大成 ・住 友 ・鹿 島JV

最高高さ 階数 地上5階 塔屋2階
建築面積
基礎

6，872. 42㎡

杭基礎、独 立 基礎

延床面積 21，920. 00㎡

上部構造 耐震壁付ラーメ ン構造

設計層せん断力係数
鉄筋 コンク リー ト構造

長 辺 方 向:0.12(1F)～0.12(5F) 短 辺 方 向:0.12(1F)～0.12(5F)

レベ ル2地 震 時固 有周期 長 辺 方 向:T1＝1.55～4.58s 知 辺 方 向:T1＝1.55～4.58

レベル2地 震時免震層層間変位 長 辺 方 向:20.2cm 短 辺 方 向:20.1㎝ (CENTER-B1)

免震部材 弾性すべり支承A：16基 弾性すべ り支承B:29基 積層 ゴム支承C:56基

所在地 静 岡県静岡市登 呂3丁 目609-1他

23.596m

■免震支承の地震時の動き

通常時

大地震時

■免震支承

積層 ゴム支承 弾性すべ り支承

ハイブリッド免震構法
■ ハイブリッド免震構法とは、大成建設独自の免震装置である 「弾性すべり支承」と

通常の 『積層ゴム支承」を組み合わせた高性能免震システムです。

その持徴は、

●長周 期化 建物の固有振動周期を4～5秒 まで容易に長周期化し、

地震入力を低減します。

●高減衰性能 入力した地震エネルギーを「弾性すべり支承」が摩擦エ

ネルギーの形で吸 します。

基準階平面図 免震装置配置図

出典

断 面 図

ビル デ ィ ン グ レ タ ー'95.6 参考文献

免震装置断面図

地震に強い建築 日経BP社
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第3章 調査結果

3―1調 査表の回収結果

平成7年6月 までに(財)日本建築センターの評定を受けた制振 ・免震装置を有する建物、及び評

定を受けていない制振装置を有する建物で把握できたものの所在する24都道府県、8政 令指定都

市に調査表を配布 し、すべての調査表を回収 した。得 られたサンプル数は制振装置を有する建物

が62件、免震装置を有する建物が92件、合計154件 であった。

制振装置については、建物構造の強度を上げるものでない装置を設けた建物の場合、(財)日本建

築センターの評定を必要としないものもあるため、評定を受けていない制振装置を有する建物も

存在するものである。 したがって、その全体的な普及の状況の把握は非常に困難であり、当調査

におけるサンプリングは、制振装置を設置 した建物を全て網羅 したものではないことに留意する

必要がある。

一方、免震装置は全て(財)日本建築センターの評定を必要 とする。サンプリングできたもののう

ち、評価済みのものを評定番号か ら見てみると、評定番号免―75以降はいずれも未評価あるいは

未着工のものとなっており、当調査は現時点での免震装置を有する建物の竣工状況をある程度網

羅 しているものと考えられる。

制振、免震装置別、都道府県別は次頁の表3―1―1に 示すとおりである。
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表3―1―1都 道府県別、制振、免震装置別件数

都 道 府 県 制 振 装 置 免 震 装 置 事 例 合 計
1北 海 道 2 2

2青 森 2 2

3岩 手

4宮 城 1 2 3

5秋 田 1 1

6山 形

7福 島

8茨 城 7 7

9栃 木 2 2

10群 馬 1 1

11埼 玉 1 9 10

12千 葉 7 12 19

13東 京 19 26 45

14神 奈 川 9 14 23

15新 潟

16富 山

17石 川

18福 井

19山 梨

20長 野

21岐 阜

22静 岡 3 7 10

23愛 知 3 3 6

24三 重 1 1

25滋 賀

26京 都

27大 阪 11 11

28兵 庫 1 2 3

29奈 良 1 1

30和 歌 山

31鳥 取

32島 根

33岡 山

34広 島 2 1 3

35山 口 1 1

36徳 島

37香 川 1 1

38愛 媛

39高 知

40福 岡 1 1

41佐 賀

42長 崎 1 1

43熊 本

44大 分

45宮 崎 1 1

46鹿 児 島

47沖 縄

合 計 62 92 154
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3―2調 査建物の概要

3―2―1制 振装置の設置建物について

ここで は制振装置を持つ建物の概要 についての集計 と分析 につ いて記す。図3―2―1―1

か ら図3―2―1―6で は 「各種構造」 「各種用途」 「地上階数」 「地下階数」 「最高部高

さ」 「延床面積 」の分布を示 してい る。 また、 これ らの項 目の うちの2項 目の関係を図3―

2―1―7か ら図3―2―1―21に 示 している。またグラフにおける件数の値 はそれぞれ対応

す るグラフの右表中に示 されているものである(次 節以降 も同様 としている)。なお、各 グラフ

で扱 っている2つ の項 目と図番号 との関係 は下表に示す とお りである。表内の数値 はグラフ番

号の末尾を表 している。

図3―2―1―7～21の 扱 っている2項 目と図番号 の対応一覧表

構造 用途 地上

階数

地下

階数

最高部

高 さ

延床

面積

構 造 7 8 9 10 11

用途 7 12 13 14 15

地 上階数 8 12 16 17 18

地 下階数 9 13 16 19 20

最高部高 さ 10 14 17 19 21

延床 面積 11 15 18 20 21

図3―2―1―1は 構造別の件数を示す ものであるが、 「3:S造 」の建物が34件 と最 も多

く、 「1・3」 のS造 とSRC造 が併用 されている建物11件 や、 「2・3」 のS造 とRC造 が

併用 されている建物2件 、また3種 類の構造全てを利用 している 「1・2・3」 の建物3件 を

含 めると全部で50件 にもな る。その他に、 「1:SRC造 」の建物は10件 、 「2:RC造 」の

建物 は2件 であ った。制振装置は高層建物 に取 り付 けられるものなので、S造 の建物が大部分

を占めた。

図3―2―1―2の 用途別の件数では 「1:事 務所 ・店舗」と して利用 されている建物が37

件 と多 くを占めた。 「2:住 宅 ・アパー ト」用 は3件 、 「3:病 院 ・ホテル」用は4件 と少な

か った。 「1・2」 や 「1・3」 のように違 った用途の ものが一つの建物内に存在する複合 ビ

ル も数件 あった。 その他、 タワーや展望塔や管制塔などの特別 な用途の建築物 もい くつかあっ

た。

図3―2―1―3は 地上階数別の件数を示す ものであるが 「21～30階 」の範囲が18件 と一番
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多 くなっているが、特定の範囲に固まらずに、いろいろな階数の高層建物 に制振装置が利用 さ

れている。 「1～10階 」のよ うな階数の少ない範囲に14件 の建物が含 まれているが、 これはタ

ワーや展望塔や管制塔のように階数が少な くて、建物の高 さが高い建築物が含まれているため

で、 この図を見て も制振装置 は高層の建物 に利用 されていることがわかる。

図3―2―1―4は 地下階数別件数であるが 「地下2階 」の建物が21件 と一番多 く、 「地下

階がない」建物が14件 と続いている。高層建物が多 いので、地下階を持つ建物は多 く、 「地下

5階 」の建物 も3件 あった。 「地下階な し」の建物が2番 目に多か ったのは、タワーや展望塔

のよ うな建築物が含まれているか らである。 しか し、 この項 目の調査結果は、制振装置を設置

す る建物 との関連性は低いと思われる。

図3―2―1―5の 最高部高 さ別件数で は「100～150m」 の範囲内の建物が21件 で一番多 く、

次いで 「50～100m」 の範囲が12件 と続 いている。それ以外では、150m以 上の建物が13件 で、

50m未 満の建物 は1件 のみであった。 これを見て も高層の建築物が多 いことがわか る。その他、

未記入が15件 を数えてい るが、 これはこの項 目が調査表にな く、別の資料を使 って調べた もの

で、資料が見つか らなか った建物が いくつか あったためである。

図3―2―1―6の 延床面積別件数では 「10，000～50，000㎡」の範囲に19件 と一 番多 く、

「50，000～100，000㎡ 」の範囲に12件 、「100，000～150 ，000㎡」の範囲に10件 となっていて、

これ らの範囲に合計41件 含まれている。 しか し、300，000㎡を超え る建物 も2件 あった り、1，000

㎡を下回 る建物 も3件 あった りと、一概に延床面積 によ って制振装置の取 り付 けの有無を言 う

ことは出来ない。 これは、制振装置の取 り付けが建物の大 きさで決 まるのではな く、高層で形

状が細長い建物であることによ って決 まるためである。

図3―2―1―7は 各種構造 にみた用途別件数を示す ものである。S造 の事務所 ・店舗が22

件で他を大 きく引き離 し、次いでSRC造 の事務所 ・店舗が7件 、SRC造 ・S造 の事務所 ・

店舗が6件 であ った。S造 と事務所 ・店舗の項 目は元々件数が多か ったのだか ら当然の結果で

ある。 また、タワーや展望塔や管制塔のような特殊な建築物 は全てS造 で建て られているのが

わか る。

図3―2―1―8は 各種構造 にみた地上階数別件数を示す ものである。各種構造 において地

上階数別 に分けると、構造 ごとに様 々な階数の建物が あり、使われている構造で階数に決ま り

があるとは判断で きない。 しか し、比較的に見て、S造 の建物 は階数が高い ものが多いと感 じ

られ る。S造 で地上階数が1～10階 の建物が9件 あ るが、 この中にはタワーや展望塔や管制塔

のような特殊な建物が含 まれている。

図3―2―1―9は 各種構造にみた地下階数別件数であるがS造 で地下階な しとB2階 の建

物が10件 で並び、それに次 いでS造 でB3階 の建物が7件 、S造 ・SRC造 でB2階 の建物が

が6件 と続いている。S造 で地 ，階な しの建物が多 いのは、タワーや管制塔のような特殊 な建

築物を含んでいるか らであろう。
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図3―2―1―10は 各種構造 にみた最高部高さ別件数である。100～150mの 範囲の建物が最

も多いため、全ての構造 でその範囲の件数が一番多 くな って いる。未記入を除いて、S造 で

100～150mの 範囲が9件 で一番多 くな っている。部分的に使われているもの も含めてS造 で

建て られた建物はその他の構造に比べて比較的高層の ものが多いように感 じる。

図3―2―1―11は 各種構造にみた延床面積別件数を示す ものである。件数の多か ったの は、

S造 で10，000～50，000㎡ の建物が9件 であ り、次 いでS造 で50，000～100，000㎡ の建物が8

件であ った。S造 は この範囲を中心 に延床面積 の小 さな建物か ら大 きな建物まで全体に広が

っている。SRC造 で最 も多いのは、10，000～50，000㎡ の範 囲に6件 で、S造 ・SRC造 は

100，000～150，000㎡ の範囲に4件 あ り、それぞれの延床面積の範囲はその付近に固ま ってい

る。RC造 で建て られた建物は延床面積の小 さな ものが多い。

図3―2―1―12は 各種用途 にみた地上階数別件数を示 して いる。事務所 ・店舗の用途で

21～30階 建ての建物が14件 で最 も多 く、事務所 ・店舗 は階数 の低い建物か ら高い建物 まで全て

に分布 している。タワーや展望塔や管制塔はその用途のために建物高さの割 には低い階層数に

なってい る。事務所 ・店舗 と病院 ・ホテルが併設 している建物 に階数の高い ものが多 いが、 こ

れは低層階を事務所、高層階をホテルとして利用す る超高層 ビルとなっているか らであろう。

図3―2―1―13に 各種用途にみた地下階数別件数を示す。件数の多い事務所 ・店舗のB2

階が11件 と最 も多 く、B3階 が9件 でB1階 が8件 であった。事務所 ・店舗の用途を含んだ建

物や、住宅 ・アパ ー トや病院 ・ホテルの用途の建物 はほとん ど地下階を もっているが、 タワー

や展望塔や管制塔のよ うな特殊な用途の建物には地下階がないことがわか る。

図3―2―1―14に 各種用途にみた最高部高 さ別件数を示す。最 も件数の多い事務所 ・店舗

が、100～150mの 範囲で12件 あるのを筆頭 に、事務所 ・店舗 は全ての高 さの範囲で建て られて

いる。その他の用途では、最高部高 さは50mか ら150mの 範囲 にほとん ど含まれてお り、事務

所 ・店舗 と病院 ・アパ ー トの複合 ビルと、展望塔のある事務所 ・店舗の建物が比較的高層であ

ることがわかる。

図3―2―1―15は 各種用途にみた延床面積別件数を示 している。事務所 ・店舗の用途で延

床面積が10，000～50，000㎡ の建物が15件 で一番多 く、それに次 いで事務所 ・店舗の50，000㎡ 以

上の建物 とな っている。 この図を見 ると、事務所 ・店舗を用途 として建て られた建物 と病院 ・

ホテル用の建物 は延床面積が10，000～50，000㎡ 以上のものが多 く、住宅 ・アパー トやそれ以外

の建物 は10，000～50，000㎡ 以下 となっている。タワーや展望塔や管制塔 はその用途のために、

延床面積 は小 さい。

図3―2―1―16は 地上階数 にみた地下階別件数であ るが、地上階数が1～10階 で地下階な

しの建物が10件 とな り最 も多 く、地上階数が21～30階 でB2階 の建物が7件 、地上階数が31～

40階 でB2階 建てが6件 と続いている。全体的に見て、地上階数の低い建物は地下階数が少な

く、地上階数の高い建物 に地下階数が多い傾向が見える。
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図3―2―1―17は 地上階数にみた最高部高 さ別件数であ るが、当然の ことであるが、地上

階数の少ない建物 は最高部高さが低 くて、階数の多 い建物 は最高部高さが高い とい う結果 とな

った。その中で、1～10階 の階層数の建物に比較的高い建物があるのは、タワーや展望塔など

の用途の建物が含まれているか らである。

図3―2―1―18に は地上階数にみた延床面積別件数 を示 している。多少の開きがあるもの

の、地上階数の少 ない建物で は延床面積 は小 さ く、階数の多 い建物では面積が大 きくて、階層

の多 さと延床面積の大きさの関連性がよ く出ている。

図3―2―1―19は 地下階数 にみた最高部高 さ別件数であ るが、B2階 で100～150mの 高

さの範囲の建物が7件 で一番多 く、次いでB2階 で50～100mの 範囲 とB3階 で100～150m

の範囲の建物が5件 であった。最高部高さが高 くなるほど地下階数が増え る傾向はあるが顕著

なものではなか った。

図3―2―1―20の 地下階数 にみた延床面積別件数で は、地下階がない建物 は延床面積が

1，000～5，000㎡ の範囲に9件 あ り、50，000㎡ 以下 に全ての件数が含まれている。最 も件数の

多いB2階 は5，000㎡ か ら200，000㎡ の中間の範囲内に全て入 り、B5階 は100，000㎡ 以上 と

なっている。よって地下階数が増えるに従 って、延床面積 は増大す る傾向を見ることが出来る。

図3―2―1―21の 最高部高さにみた延床面積別件数 を示 している。最高部高 さが50～100

mで 延床面積が10，000～50，000㎡ の範囲と、最高部高 さが100～150mで 延床面積が50，000～

100，000㎡ の範囲の建物がそれぞれ7件 と最 も多 く、 この付近の範囲に物件が集中 している。

それほど顕著ではないが、延床面積が大 きいほど最高部高 さが高 くな る傾向がある。一部、延

床面積が小 さ くて高 さが高い建物がい くつかあるが、 これはタワーや展望塔 などの特殊な建物

である。
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構造

2・3 2

1・3 11

1・2・3 3

3

2 2

1

0 5

10

10 15 20 25 30 35 (件)

1：SRC造2:RC造3:S造

図3―2―1―1構 造別件数(制 振)

用途

展望棟 ・無線棟 1

劇場 ・娯楽場 1

博物館 1

展望棟 1

実験棟

管制塔

1

2

タ ワー 1

1・ 展 望 室 1

1・ 劇 場 1

1・3 6

1・2 2

3 4

2 3

1

0 5 10 15 20 25 30 35

37

40 (件)
1:事 務 所 ・店 舗 用2： 住 宅 ・アパ ー ト用3:病 院 ・ホテ ル 用

図3―2―1―2用 途別件数(制 振)
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地上階数

61～70 1

51～60 5

41～50 4

31～40 9

21～30 18

11～20 11

1～10 14

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 (件)

図3―2―1―3地 上 階数別件数(制 振)

地下階数

B5 3

B4 4

B3 10

B2 21

B1 10

な し 14

0 5 10 15 20 25 (件)

図3―2―1―4地 下階数別件数(制 振)
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最高部(m)

未記入 15

250～300 4

200～250 4

150～200 5

100～150 21

50～100 12

0～50 1

0 5 10 15 20 25 (件)

図3―2―1―5最 高部高さ別件数(制 振)

延床面積(㎡)

未記入 1

300000～ 2

200000～300000 1

150000～200000 3

100000～150000 10

50000～100000 12

10000～50000 19

5000～10000 2

1000～5000 9

0～1000 3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20(件)

図3―2―1―6延 床面積別件数(制 振)
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(件)

25

20

151

10

5

0
A B C

用途

D E F G H I J K L M N

1

2・3

1・3

1・2・3

2

3

構造

図3―2―1―7各 種構造 にみた用途別件数(制 振)

1・2・31・32・3123

A 1 6 7 1 22

B 2 1

C 1 1 1 1

D 1 1

E 1 1 4 3

F 1

G 1

H 1

D 2

J 1

K 1

L 1

M 1

N 1

構 造

1:SRC

2:RC

3:S

用途
A事 務所・ 店舗

B住 宅 ・アパー ト
C病 院 ・ホテル

D：A・B

E：A・C
F：A・ 劇場

G：A・ 展望室

H： タワー

I： 管制塔
J： 劇場 ・娯楽場

K： 実験棟.

L： 展望棟
M： 展望棟 ・無線棟

N： 博物館

(件)

10

8

6

4

2

0

61～70

51～60

41～50

地上階数

31～40

21～30

11～20

1

2・3

1・3

1・2・3

2

3

構造

1・2・31・32・3 123

1～10 1 2 2 9

11～20 2 2 7

21～301 4 4 1 8

31～401 2 1 1 4

41～50 1 1 2

51～60 1 4

61～701

構造
1:SRC

2:RC

3:S

1～10

図3―2―1―8各 種構造にみた地上階数別件数(制 振)

(件)

10

8

6

4

1・2・31・32・31 23

なし 1 2 1 10

B1 1 1 4 1 3

B2 1 6 1 3 10

B3 2 1 7

B4 1 1 2

B5 1 2

構造
1:SRC

2:RC

3:S

2

0

B5 1

2

B4

B3

地下階数

B2

B1

なし

2・3

1・3

1・2・3

構造

図3―2―1―9各 種構造 にみた地下階数別件数(制 振)
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(件)

10

8

6

4

1・2・31・32・3123

0～50 1

50～100 4 1 7

100～150 2 4 1 4 1 9

150～200 1 4

200～250 1 .1 2

250～300 1 3

未記入 1 1 3 1 9

構造
1:SRC

2:RC

3:S
2

3
0

未記入
250～300

200～250

150～200

1

2

2・3

1・3

構造

100～150

最高部高 さ(m)
50～100

0～50

1・2・3

図3―2―1―10各 種構造 にみた最高部高 さ別件数(制 振)

(件)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3

2

1

2・3

1・3

1・2・3

構造

1・2・31・32・3123

0～1000 3

1000～5000 1 1 1 6

5000～10000 1 1

10000～50000 3 6 1 9

50000～100001 2 1 8

100000～1500 4 1 4
150000～2000 1 1 1

200000～3000 1

300000～ 1 1

未記入 1

構造
1:SRC

2:RC

3:S

延床面積(㎡)

図3―2―1―11各 種構造 にみた延床面積別件数(制 振)

(件)

141

12

10

8

6

41

21

0
A B C D E

用途

F G H I J K L M N

61～70

51～60

41～50

31～40

21～30

11～20

1～10 地上階数

ABCDE FGHIJ KL M N

1～10 6 2 1 1 I 1 I 1

11～20 8 1 1 1 1

21～30 14 2 1 1

31～40 6 1 1 1

41～50 1 1 2

51～60 2 2 1

61～70 1

用途
A:事 務所 割店舗

B住 宅 ・アパー ト
C病 院 ・ホテル

DA・B

EA・C
FA・ 劇場

GA・ 展望室

Hタ ワー

割 管制塔
J劇 場 ・娯楽場

K実 験棟

L展 望棟

M展 望棟 ・無線棟
N博 物館

図3―2―1―12各 種用途 にみた地上階数別件数(制 振)
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(件)

12

10

8

用途

6

4

2

0

A
B C

D E

用途

F
G

H
I J K

L
M

N

な し

B1

B5

B4

B3

B2

地下階数

A:事 務所 ・店舗

B:住 宅 割アパー ト
C:病 院 ・ホテル

D:A・B

E:A・C
F:A・ 劇場

G:A・ 展望室
H:タ ワー

I:管制塔
J:劇 場-娯 楽場

K:実 験棟

L:展 望棟

M:展 望棟 ・無 線棟
N:博 物館

図3―2―1―13各 種用途にみた地下階数別件数(制 振)

(件)

12

10

8

用途

6

4

2

0
A B C D

用途

E F G H I J K L M N

未記入
250～300

200～250

150～200

100～150

50～100

0～50
最高部高さ(m)

A:事 務所 ・店舗

B:住 宅 ・アパー ト

C:病 院 ・ホテル

D:A・B
E:A・C

F:A・ 劇場

G:A・ 展望室

H:タ ワー・

I:管制塔
J:劇 場 ・娯楽場
K:実 験棟

L:展 望棟

M:展 望棟 ・無線棟

N:博 物館

図3―2―1―14各 種用途にみた最高部高 さ別件数(制 振)

0～1000

1000～5000

5000～10000

10000～50000

延床面積(㎡)

50000～100000

100000～150000

150000～200000

200000～300000

300000～

未記入

N
M L K J I

H G F E D C B

用途

A

(件)

16

14

12

10

8

6

4

2

0

図3―2―1―15各 種用途にみた延床面積別件数(制 振)

用途
A:事 務所 ・店舗

B:住 宅 ・アパー ト
C:病 院 ・ホテル

D:A・B

E:A・C
F:A・ 劇場
G:A・ 展望室

H:タ ワー

I:管制塔
J:劇 場 ・娯楽場

K:実 験棟

L:展 望棟
M:展 望棟 ・無線棟

N:博 物館
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ABCDEFGHIJK LM N

なし 5 1 1 1 2 1 1 1 1

B1 8 1 1

B2 11 1 4 1 2 1 1

B3 9 1

B4 1 3

B5 3

ABCDEFG HI J K LM N

0～50 1

50～100 6 1 1 1 2 1

100～150 12 2 2 1 1 1 1 1

150～200 3 1 1

200～250 2 2

250～300 1 2 1

未記入 12 1 1 1

ABCDEF G H IJKLMN

0～1000 1 1 1

1000～5000 3 1 1 1 1 1 1

5000～10000 1 1

10000～50000 15 1 1 1 1

50000～10000 8 1 2 1

100000～150005 3 2

150000～200003

200000～30000 1
300000～ 2

未記入 1



(件)

10

1～1011～2021～3031～4041～5051～6061～70

な し 10 2 2

B1 3 2 4 1

B2 1 3 7 6 2 2

B3 3 4 2 1

B4 1 1 1 1

B5 2 1

9

8

7

6

5

4

3

2

なし

B1

B2

B3

1

0 B4 地下階数

B5

地上階数

図3―2―1―16地 上階数にみた地下階数別件数(制 振)

(件)

12

10

8

1～1011～2021～3031～4041～5051～6061～70

0～50 1

50～100 2 6 4

100～150 3 11 6 1

150～2001 1 2 1

200～2501 1 2

250～300 3 1

未記入6 4 3 1 1

6

4 未記入
250～300

2
200～250

150～200

100～150

0 50～100

0～50 最高部高 さ(m)

地上階数

図3―2―1―17地 上階数にみた最高部高 さ別件数(制 振)

(件)

8

7

6

5

4

3

2

1

0

61～70

51～60

41～50

31～40

21～30

11～20

1～10

地上階数

1～1011～2021～3031～4041～5051～6061～70

0～

1000
3

1000～

5000
5 2 2

5000～

10000
2

10000～

50000
3 8 6 2

50000～

100000
1 7 2 2

100000～

150000
2 4 4

150000～

200000
1 1 1

200000～

300000
1

300000～ 1 1

1

延床面積(㎡)

図3―2―1―18地 上階数にみた延床面積別件数(制 振)
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7

6

5

4

3

なしB1B2B3B4B5

0～50 1

50～100 2 1 5 2 2

100～150 4 4 7 5 1

150～200 2 2 1

200～250 1 1 1 1

250～300 2 1 1

未記入 4 5 4 2

2

1

0

地下階数 最高部高さ(m)

図3―2―1―19地 下階数にみた最高部高さ別件数(制 振)

(件)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

B1

B5

B4
B3

B2

地下階数

なしB1B2B3B4B5

0～1000 2 1

1000～5000 9

5000～10000 1 1

10000～50000 1 7 7 3 1

50000～10000 2 5 4 1

100000～1500 6 2 2

150000～20000 2 1

200000～30000 1

300000～ 2

未記入1

なし

延床 面積(㎡)

図3―2―1―20地 下階数にみた延床面積別件数(制 振)

(件)

7

6

5

4

3

2

1

0

0～50

50～100

100～150

150～200

200～250

250～300

未記入
最高部高 さ(m)

50～100～150～200～250～0～50未 記 入
100150200250300

0～

1000
1 2

1000～

5000
1 4 2 2

5000～

10000
1 1

10000～

50000
1 7 5 6

50000～

100000
2 7 2 1

100000～

150000
1 4 3 1 1

150000～

200000
1 1

200000～

300000
1

300000～ 1 1

1

延床面積(㎡)

図3―2―1―21最 高部高 さにみた延床面積別件数(制 振)
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3―2―2免 震装置の設置建物について

ここでは免震装置を持つ建物の概要 について集計 と分析について記す。図3―2―2―1か

ら図3―2―2―5は 「各種構造」 「各種用途」 「延床面積」 「地上階数」 「地下階数」の分

布を示 している。また、 これ らの項 目の うちの2項 目の関係を示 した ものが図3―2―2―6

か ら図3―2―2―15で ある。各 グラフで扱 っている2項 目と図番号の関係 は下表のとお りで

ある。なお、表内の数値は図番号の末尾を表 している。

図3―2―2―6～15の 扱 っている2項 目と図番号の対応一覧表

構造 用途 地上

階数

地下

階数

延床

面積

構造 6 7 8 9

用途 6 10 11 12

地上階数 7 10 13 14

地下階数 8 11 13 15

延床面積 9 12 14 15

図3―2―2―1の 構造別件数では、 「RC造 」が最 も多 く92件 中64件 。 これ は免震装置を

持つ建物が比較的低層な建物によるためである。 「木造」 「2×4」 での免震装置の使用 は世

界的に も珍 しく、現時点 では件数が少 ないが これか ら先増加 して くる もの と思われる。 「木

造」の中には 「神社 ・仏 閣」の建物 もあ り、 この建物 は既存 の建物 に免震装置を取 り付 ける

「レトロフィッ ト」を採用 している。

図3―2―2―2の 用途別件数 は 「事務所 ・店舗」が最 も多 く92件 中52件 。 この中には建設

会社等の規模 の小 さな実験棟、 またそれを兼ねた事務所が含まれてい る。 これ は 「住宅 ・ア

パ ー ト」に対 して も免震装置か らデータを取 ることが出来る各建設会社等の寄宿舎 ・寮 などが

あり、同 じことが言える。 「病院 ・ホテル」 には 「神社 ・仏閣」が含まれている。

図3―2―2―3の 延床面積別件数 においては、 「0～1，500(㎡)」 が最 も多 く92件 中40件。

免震装置は比較的低層の建物 に使用 され ることが多いためにこの ような結果 にな っただけでな

く、各建設会社等の規模の小 さな実験棟 として建設 された建物が多いためで もある。

地上階数別件数を示す図3―2―2―4を み ると 「地上3階 」が最 も多 く20件 。免震装置は

制振装置に比べ比較的低層で安定感の高 い建物に採用されるために低層建物が多 く高層建物 に

少ない。
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図3―2―2―5は 、地下階数別件数を しめ しているが、 「地下 階な し」が最 も多 く92件 中

73件 。免震装置を要す る建物 には免震 ピッ トと呼ばれる免震装置の 空間がある。それは人間が

楽に 入ることの出来 る天井高のある ものか ら天井高の低 いもの もある。 しか し、その空間を地

下階として利用 している建物 は現在 は少ない。基本的に免震構造は上部構造 と基礎 とを分離す

るものであるため、免震 ピットを利用す るためには、装置への耐火被覆、フレキ シブルな配管

設備、エ レベーターを上部構造に依存させ るなどの配慮が必要 にな り、その ことも地下階を持

たない建物が多 い事 につ ながっているとも考え られ る。地下階を持つ建物の断面図を見 ること

により、地下階を持つ建物は大 きく3つ に分類できた。免震 ピッ トの上に地下階を設けるもの、

免震 ピッ トの下 に地下階を設 けるもの、そ して免震 ピッ トをその まま地下階 として設けるもの

に分類で きる。

図3―2―2―6は 各種構造にみた用途別件数を示す ものであ るが、 「RC造 」の 「事務

所 ・店舗」が31件 と最 も多 く、続いて、 「RC造 」の 「住宅 ・アパー ト」が28件 。木造4件 中、

「神社 ・仏閣」を 「病院 ・ホテル」の部類 に入れて いる。 この 「神社 ・仏閣」は既存の建物 に

免震装置を取 り付 けるとい う 「レ トロフィ ッ ト」を採用 し、 この建物 は世界的にも珍 しい試み

で もある。また、木造の 「事務所 ・店舗」には会社の保養所が含 まれている。

図3―2―2―7は 各種構造 にみた地上階数別件数を示 しているが、 「RC造 」の 「3F」

が最 も多 く19件。続 いて 「RC造 」の 「4F」 、11件。 「5F」 、9件 となっている。 「RC造 」

に比べて 「SRC造 」は件数が少ないなが らも 「3F～9F」 に集中 してい る。階数が高 くな

るにつれて、 「S造 」が増えると思われたが、逆に件数 はなか った。

図3―2―2―8は 各種構造 にみた地下階数別件数を示す ものであるが、 「RC造 」の 「地

下階な し」が55件 と最 も多 く、続いて 「RC造 」の 「B1」 の8件 、 「SRC造 」の 「地下階

な し」の8件 となった。

また、 「木造」、「2×4」 は予測通 り地下階は持たなか った。

図3―2―2―9は 各種構造 にみた延床面積別件数を示す。 「RC造 」の 「0～1，500(㎡)」

が最 も多 く31件。続いて同 じく 「RC造 」の「1，500～3，000(㎡)」の13件 であ る。 「RC造 」は

比較的延床面積の小さな物 に集 中 しているが、 「RC造 」 と 「SRC造 」とを割合 に して比較

す ると 「SRC造 」は延床面積の大 きな ものに対 して も小 さな ものに対 して も多 くの割合で存

在す る。 「木造」の「9，000～15，000(㎡)」 は社宅で ある。

図3―2―2―10の 各種用途 にみた地上階数別件数では、 「事務所 ・店舗」の 「3F」 が10

件 と最 も多 く、続いて 「事務所 ・店舗」の 「2F」 、「5F」 、「住宅 ・アパー ト」の 「3F」 が

9件 。 「事務所 ・店舗」は低層の建物に多 いが 「住宅 ・アパー ト」では、比較的高い建物に も

見ることが出来る。

図3―2―2―11の 各種用途 にみた地下階数別件数 においては 「事務所 ・店舗」の 「地下な

し」が36件 が最 も多 く、続 いて、 「住宅 ・アパー ト」の 「地下な し」が32件 とな ってい る。
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「病院 ・ホテル」の 「B1」 、「B2」 は意外 にもなか った。

図3―2―2―12に 各種用途 にみた延床面積別件数を示 して いるが、 「事務所 ・店舗 」の

「0～1，500(㎡)」 が最 も多 く22件 。 これ は 「事務所 ・店舗」に各建設会社等の実験棟 またはそ

れを兼ねた事務所があるためである。続 いて 「住宅 ・アパー ト」の 「0～1，500(㎡)」が15件 で

ある。 これ も各建設会社等が免震装置のデータを取 ることも兼ねた 「寄宿舎 ・寮」があるため

で もあるか らである。

図3―2―2―13に 地上階数 にみた地下階数別件数を示 しているが、 「地上3階 」の 「地下

階な し」が19件 と最 も多 く、続 いて 「地上2階 」の 「地下階な し」が14件 となっている。 「B

1」 のある建物は、 「3F～10F」 に集中 している。 「B2」 のあ る建物 は3件 しかないもの

の 「5F」 、「6F」 に1件 ずつある。

図3―2―2―14は 地上階数 にみた延床面積別件数を示す。「地上2階 」の 「0～1，500(㎡)」

の物件が最 も多 く13件。続いて 「地上3階 」の 「0～1，500(㎡)」 となっている。地上階数が多

くなるにつれて延床面積が大 きくなっているだけでな く、階数が比較的少ない建物 に対 して も

見 られ る。

図3―2―2―15に 地下階数 にみた延床面積別件数を示す。「地下階な し」の「0～1，500(㎡)」

が最 も多 く36件。 「地下階な し」の建物 は延床面積の大 きな ものにも見 られるものの小 さい も

のに多 く見 られ る。 「B1」 を持つ建物 は延床面積の大小に関わ らず全体的に見ることが出来

る。
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構造

2×4 1

木造 4

S 7

RC 64

SRC 16

0 10 20 30 40 50 60 70 (件)

図3―2―2―1構 造別件数(免 震)

用途

1＋2

3

2

1

0

2

4

10

1:事 務所 ・店舗用

20 30

34

40

2:住 宅 ・ア パ ー ト用

50

52

3:病 院 ・ホテル用

60 (件)

図3―2―2―2用 途別件数(免 震)

延床面積(㎡)

25000～ 3

20000～25000 4

15000～20000 2

9000～15000 8

7500～9000 1

6000～7500 4

4500～6000 8

3000～4500 7

1500～3000 15

0～1500 40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 (件)

図3―2―2―3延 床面積別件数(免 震)
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地上階数

15 1

14 4

13 0

12 1

11 1

10 3

9 1

8 6

7 7

6 7

5 11

4 13

3 20

2 14

1 3

0 5 10 15 20 (件)

図3―2―2―4地 上階数別件数(免 震)

地下階数

2 3

1 16

なし 73

0 10 20 30 40 50 60 70 80 (件)
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図3―2―2―6各 種構造にみた用途別件数(免 震)
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図3―2―2―7各 種構造 にみた地上階数別件数(免 震)
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図3―2―2―8各 種構造にみた地下階数別件数(免 震)
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図3―2―2―9各 種構造にみた延床面積別件数(免 震)
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図3―2―2―10各 種用途 にみた地上階数別件数(免 震)
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図3―2―2―11各 種用途にみた地下階数別件数(免 震)
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図3―2―2―12各 種用途 にみた延床面積別件数(免 震)
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図3―2―2―13地 上階数にみた地下階数別件数(免 震)
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図3―2―2―14地 上階数 にみた延床面積別件数(免 震)
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図3―2―2―15地 下階数にみた延床面積別件数(免 震)
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3―3制 振 ・免震装置の各項 目別設置状況

3―3―1各 種制振装置の項 目別件数

ここでは現在制振装置が どのような建物 に用い られているかをみるために各種制振装置 にみ

た各項目別設置状況を記す。 図3―3―1―1で 各制振装置別件数を出し、それを元に各項 目

別に集計 した。 それの項 目別 内容 は 「構造」 「用途 」 「地上階数」 「地下階数」 「最高部高

さ」 「延床面積」でそれを図3―3―1―2か ら図3―3―1―7に 記 した。

ここで制振装置の項 目に対 しての分類を行 ったことにつ いて述べ る。図3―3―1―2か ら

図3―3―1―7で は制振装置の項 目が4件 であるが、調査対象建物が持つ制振装置 は様 々な

ものが あった。装置の名 称は様 々に異な っているが、装置の タイプの基本的な特性 に基づ き

「パ ッシブ ・マス ・ダ ンパー系」 「ア クテ ィブ ・マス ・ダ ンパー系」 「ハイブ リッ ド・マス ・

ダ ンパー系」 「各層配置型(制 振壁を含む)」の4項 目に分類 し、分析を行 った。その分類方法

は以下の表3―3―1―1の 制振装置の分類方法の とおりで ある。

表3―3―1―1制 振装置の分類方法

各種の制振装置 分 類

・TMD

・ス ロ ッシ ングダ ンパ ー

・同調 質量 ダ ンパ ー

・氷 蓄熱槽 ダ ンパ ー

・そ の 他

パ ッ シ ブ・ マ ス ・ダ ン パ ー 系

・AMD

・ア クテ ィブ ・マ ス ・ダ ンパ ー

・サ ーボモ ー ターを利 用 した制振 装 置

・そ の 他

ア ク テ ィ ブ ・マ ス ・ダ ンパ ー 系

・HMD

・振 り子 型制 振装 置

・パ ッシブ型TMD

・ハ イブ リッ ド型TMD＋MD

・そ の 他

ハ イ ブ リッ ド ・マ ス ・ダ ンパ ー系

・粘性体 ダンパー制振壁

・摩擦ダ ンパ ー制振壁

・弾塑性 ダンパー

・ハニカムダ ンパ ー

・オイルダンパー

・そ の 他

各層配 置型(制 振壁 を含 む)
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図3―3―1―1は 制振装置別の件数 を示 している。パ ッシブ型の各層配置型制振装置が24

件で、それに次いでパ ッシブ ・マス ・ダンパー系の制振装置が21件 であ り、パ ッシブ型が多 く

を占めている。 コンピュータを利用 して揺れを押 さえるアクティブ ・マス ・ダンパー系 とハィ

ブリッ ド・マス ・ダ ンパ ー系がそれぞれ9件 と8件 であ り、パ ッシブ系 ほど多 くはなかった。

図3―3―1―2は 各種制振装置にみた構造別の件数を示す ものであるが、全ての制振装置

の種類 においてS造 の建物が最 も多 く使われているが、 これは制振装置が設置されている建物

の多 くがS造 であるか らである。 この うち、各層配置型制振装置 とパ ッシブ ・マス ・ダ ンパ ー

系の制振装置が構造がS造 以外の建物に も、 まんべんなく利用 されているのと比べると、アク

ティブ ・マス ・ダ ンパー系 とハイブ リッ ド・マス ・ダ ンパ ー系の制振装置 は殆どがS造 であ り、

その他の構造を見て もRC造 はな く、全てS造 を含んだ構造 となっている。

図3―3―1―3は 各種制振装置の用途別件数であるが、各層配置型制振装置を使 って いる

事務所 ・店舗で17件 と最 も多 く、次 いでパ ッシブ ・マス ・ダ ンパ ー系を使 っている事務所 ・店

舗の11件 となっている。アクティブ ・マス ・ダ ンパ ー系 とハイブ リッ ド・マス ・ダンパー系 も

それぞれ事務所 ・店舗が最 も多 いが、 これは元 々、事務所 ・店舗 として利用されている建物が

大部分を 占めているためで、当然の結果 と言える。その他の用途を制振装置別 に見て も、それ

ぞれの装置に1件 または2件 あるだけで特徴を見出す ことは出来なかった。

図3―3―1―4の 各種制振装置にみた地上 階数別件数では各層配置型の制振装置を設置 し

た建物 は21～30階 建てが11件 と一番多 く、パ ッシブ ・マス ・ダ ンパー系では1～10階 建てが7

件で、次 いで31～40階 建ての6件 とな っている。 アクテ ィブ ・マス ・ダンパー系 とハイブ リッ

ド・マス ・ダ ンパー系 は全ての階数の範囲にまんべんな く設置されている。全体的に見 ると、

パ ッシブ系が低い階数の建物 に多 く使用 されて、 アクティブ系が高層の建物 に利用 され る割合

が高いようである。

図3―3―1―5は 各種制振装置 にみた地下階数別件数を示 している。パ ッシブ ・マス ・ダ

ンパー系の地下階な しが10件 で一番多 く、続いてパ ッシブ ・マス ・ダンパー系のB2階 と各層

配置型のB1階 が8件 となっている。 この項 目は、各種の制振装置 ともほとん どの階数に散 ら

ば っていた。

図3―3―1―6の 各種制振装置 にみた最高部高 さ別件数をみると、各層配置型の制振装置

は50～100mの 範囲に9件 、100～150mの 範囲 に8件 と集中 していて、パ ッシブ ・マス ・ダン

パー系 も100～150mの 範囲に8件 あり、 この付近 に固まっている。それに比べてハイ ブリッ

ド・マ ス ・ダ ンパー系は50m以 上 の範囲 に点在 して いて、ア クテ ィブ ・マス ・ダ ンパ ー系は

100～150mの 範囲に3件 、250～300mの 範囲 に3件 とな っている。 これを見ると、パ ッシブ

系の制振装置に比べて アクテ ィブ系の制振装置の方がよ り高層の建物 に使われ、またあ らゆる

高さの建物に使われていると考え られ る。 この項 目に未記入が多 いのは、調査表にこの項 目が

な く独 自に調べたので、資料の見つか らない建物があった ことによるものである。
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図3―3―1―7に 各種制振装置にみた延床面積別件数を示 している。各層配置型の制振装

置で延床面積が10，000～50，000㎡ の建物が12件 で最 も多 く、パ ッシブ系の制振装置を もつ建物

はこの範囲を中心 に分布 してい る。アクテ ィブ系の制振装置を もつ建物 は、調査対象建物は少

ないが、延べ床面積が大 きい建物 は300，000㎡ 以上か ら小 さい建物 は1，000㎡ 未満 まで全ての

範囲に広が っている。
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PW:各 層配置型(制振壁 を含む)

0
H
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図3―3―1―2各 種制振装置にみた構造別件数

―32―

P



A

制振装置

H

P

PW

14
13

12
11

10
9

8
7

6
5

用途

4
3

2
1

(件)

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

図3―3―1―3各 種制振装置にみた用途別件数

AHPPW

1 4 5 11 17

2 2 1

3 1 1 2

4 1 1

5 2 1 2 1

6 1

7 1

8 1

9 2

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

制振装置
A:ア クティブ ・マス ・ダンパー系

H:ハ イプリッ ド・マス ・ダンパー系
P:パ ッシプ ・マス ・ダンパー系

PW:各 層配置型(制 振壁 を含む)

用 途
1:事 務 所 ・店舗

2:住 宅 ・アパ ー ト

3:病 院 ・ホ テル

4:1・2

5:1・3

6:1・ 劇 場

7:1・ 展 望室

8:タ ワー

9:管 制塔

10:実験 棟

11:展 望棟
12:博物館

13:図場 ・娯楽場

14:展 望棟 ・無線棟

(件)

12

10

8

6

4

2

0

A

H

制振装置

P

PW

1～10

11～20

21～30

31～40

41～50

51～60

61～70

地上階数

A H P PW

1～102 1 7 4

11～201 1 3 6

21～302 2 3 11

31～401 6 2

41～50 2 2

51～602 2 1

61～701

制振装置

A:ア クティブ ・マス ・ダンパー系

H:ハ イブリッド・マス ・ダンパー系

P:パ ッシブ ・マス ・ダンパー系
PW:各 層配置型(制 振壁 を含む)

図3―3―1―4各 種制振装置にみた地上階数別件数

PW

P

(件)

10

8

6

4

2

AHPPW

な し 1 1 10 2

B1 2 8

B2 4 3 3 6

B3 1 3 2 4

B4 1 1 2

B5 1 2

制振装置

A:ア クテ ィブ ・マス・ ダンパー系
H:ハ イプリッド・マス ・ダンパー系
P:パ ッシプ ・マス ・ダンパー系

PW:各 層配置 型(制振壁を含 む)

0

H

制振装置
A

地下階数

図3―3―1―5各 種制振装置にみた地下階数別件数

―33―



(件)

10

A HPPW

0～50 1

50～100 1 2 9

100～1503 2 8 3

150～200 1 4

200～250 1 2 1

250～3003 1

未記入3 2 4 6

8

6

4

2

0

PW

未記入

250～300

200～250

制振装置

A:ア クティブ ・マス ・ダンパー系

H:ハ イブリッ ド・マス ・ダンパ-系
P:パ ッシブ ・マス ・ダンパー系

PW:各 層配置型(制 振壁 を含む)

150～200

P

制振装置
H

100～150

50～100

0～50

最高部高 さ(m)

A

図3―3―1―6各 種制振装置にみた最高部高さ別件数

(件)

12

10

8

6

4

2

0

H

P

PW

制振装置

AH PPW

0～1000 1 1 1

1000～5000 7 2

5000～10000 2

10000～50000 2 2 3 12

50000～10000 4 1 2 5

100000～15000 2 5 3

150000～200000 1 1 1

200000～30000 1

300000～1 1

未記入1

制振装置

A:ア クティブ ・マス ・ダンパー系
H:ハ イブ リッ ド・マス ・ダンパー系
P:パ ッシブ ・マス ・ダンパー系

PW:各 層配置型(制 振壁を含む)
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3―3―2各 種免震装置の項 目別設置状況

ここでは現在免震装置が どのような建物 に用 いられているかをみ るために、各種免震装置に

みた項 目別設置状況を記す。図3―3―2―1で 各種免震装置別件数を出 し、それを元に各項

目別 に集計 した。それの項 目別内容 は 「構造」 「用途」 「地上 階数」 「地下階数」 「延床面

積」 「施工者」でそれを図3―3―2―2か ら図3―3―2―7に 記 した。

ここで免震装置の項 目に対 して分類を行 ったことについて述べ る。図3―3―2―2か ら図

3―3―2―7で は免震装置の項 目が12件 であるが、調査対象建物が持つ免震装置は全部で21

項 目であった。制振装置に比べ免震装置は装置項 目が少 ないが、各建物 はそれ らを組合わせて

装備 しているため、その種類は多 くな っている。そのため装置を持つ建物について大 きく見る

ために項 目を分類 した。 ビルディング レターに記載 されている 「免震構造評定委員会評定完了

一覧」を参考に
、免震装置の最 も大 きな特徴であるアイソレーターにつ いて分類 し、 さらにア

イソレーターに併用 され る減衰装置、ダ ンパ ーに基づ き分類を行 った。その結果12項 目に分類

す ることができ、その12項 目で分析を行 った。その分類方法 は、表3―3―2―1免 震装置の

分類 に示す とお りである。

図3―3―2―1は 免震装置別件数を示す。 「鉛入 り積層 ゴム」が最 も多 く92件 中28件 。 こ

の中には鉛入 り積層 ゴムとすべ り系の装置を併用 した もの も含まれ る。アイソレーターとダ ン

パーの機能を持 ち合わせた ものの中では 「鉛入 り積層 ゴム」 と 「高減衰積層ゴム」が それぞ

れ28件 、19件 で、 アイ ソレーターとダ ンパ ーが分離 している装置では 「積層ゴム＋鋼棒 ダ ン

パ ー」が22件 であった。 これ ら各装 置は建物の 「構造」 「用途 」 「地上階数」 「地下階数」

「延床面積」別 に採用 され るというよ りも現時点では多 くがその装置の開発にあたった企業別

に採用 されているようである。

図3―3―2―2は 各種免震装置にみた構造別件数であるが、 「RC造 」の 「積層ゴム＋鋼

棒 ダンパー」、「鉛入 り積層 ゴム」を使用 した建物が共に17件 と最 も多 く、続 いて 「RC造 」の

の 「高減衰積層 ゴム」を使用 した建物が13件 とな っている。制振装置を要す る建物 と比較す る

と、階層数が少ない建物 に免震装置が取 り付 け られていることがRC造 が多 いことにつなが っ

ていると考え られる。 「RC造 」で17件 あった 「積層 ゴム＋鋼棒ダ ンパ ー」は、 「S造 」、「木

造」、「2×4」 には見 られない。 「木造」、「2×4」 とも 「鉛入 り積層 ゴム」を使用 している

が、文献調査を進め るうちに、比較的自重の軽い建物 には 「多段積層ゴム」が有効であるとい

う事が分か った。

図3―3―2―3は 各種免震装置にみた用途別件数であるが、 「鉛入 り積層 ゴム」を使用 し

た 「事務所 ・店舗」・が15件 と最 も多 く、続 いて、 「積層ゴム＋鋼棒ダ ンパ ー」の 「事務所 ・店

舗」が13件 、 「鉛入 り積層 ゴム」の 「住宅 ・アパー ト」12件 と続いてい る。 「事務所 ・店舗」

には、建設会社等の実験棟またはそれを兼ねた事務所が含 まれている。
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表3―3―2―1免 震装置の分類方法

各種の免震装置 分 類

・積層ゴム＋鋼棒ダ ンパ ー

・積層ゴム＋鋼棒ダ ンパ ー＋

オイルダ ンパ ー

積層 ゴム＋鋼棒ダ ンパ ー

・積層ゴム＋鋼棒ダ ンパ ー＋鉛 ダンパー
積層 ゴム＋鋼棒ダ ンパ ー＋鉛ダ ンパ ー

・積層ゴム＋粘性ダ ンパ ー
積層 ゴム＋粘性ダ ンパ ー

・積層ゴム＋鋼 リングダ ンパー 積層 ゴム＋鋼 リングダ ンパー

・積層ゴム＋鉛ダ ンパー＋摩擦 ダンパ ー

・積層ゴム＋摩擦 ダンパー

・積層ゴム＋鉛ダンパー

積層 ゴム＋鉛 ダンパー＋摩擦ダ ンパ ー

・多段積層 ゴム＋粘性ダ ンパー 多段積層 ゴム＋粘性ダ ンパー

・高減衰積層 ゴム

・高減衰積層 ゴム＋Mス リッ トダンパー

・高減衰積層 ゴム＋ラバ ーダ ンパー

・高減衰積層 ゴム＋M型 ダ ンパ ー

高減衰積層ゴム

・シ リコ ン積 層 ゴム シリコン積層 ゴム

・鉛入 り積層 ゴム

・鉛入 り積層 ゴム＋積層ゴム

・鉛入 り積層 ゴム＋すべ り支承

・鉛入 り積層 ゴム＋積層ゴム＋

すべ り積層 ゴム支承

鉛入り積層ゴム

・鉛入 り積層 ゴム＋高減衰積層 ゴム 鉛入り積層ゴム＋高減衰積層ゴム

・すべ り支承 ＋復元ばね すべり支承＋復元ばね

・積層ゴム ＋弾性すべ り支承 積層ゴム＋弾性すべり支承
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図3―3―2―4は 各種免震装置にみた地上階数別件数を示 している。 「鉛入 り積層 ゴム」

の 「2F」 、「3F」 、「高減衰積層 ゴム」の 「3F」 が最 も多 く6件 、続 いて 「積層 ゴム」の

「7F」 の5件 とな ってい る。すべ り摩擦力により減衰を行 うものは6F以 上にな く10F～12

Fで は、 「鉛入 り積層 ゴム」が 「未記入」部分を除いて占めているが 「14F」、「15F」 で は、

「高減衰積層 ゴム」、「積層ゴム＋鋼棒ダ ンパー」を使用 していた。

図3―3―2―5は 各種免震装置 にみた地下階数別件数を示す ものである。

「A～F(装 置名参照)」の 「B1」 、「B2」 で は、 ほとん ど件数が見 られない。 これはアイ

ソ レーターとダ ンパーが分離 され、免震 ピッ トと呼ばれるそれ 自体の場所を確保す るためにス

ペースを設けなければな らない。地下階を持つ建物の断面図を見 ることにより、地下階を持つ

建物 は大 きく3つ に分類で きた。免震 ピッ トの上に地下階を設けるもの、免震 ピッ トの下に地

下階を設け るもの、そ して免震 ピッ トをそのまま地下階として設 けるものに分類できる。基本

的に免震構造 は上部構造 と基礎 とを分離するものであ るため、免震 ピッ トを利用す るためには

装置への耐火被覆、フ レキ シブルな配管設備、エ レベーターを上部構造に依存 させ るなどの配

慮が必要になるであろ う。

図3―3―2―6は 各種免震装置にみた延床面積別件数を示 していてる。 「積層 ゴム＋鋼棒

ダンパー」の「0～1，500(㎡)」 が最 も多 く12件 。続いて、 「鉛入 り積層 ゴム」の「0～1，500(㎡)」

となっている。 「鉛入 り積層 ゴム」 と 「高減衰積層 ゴム」は、延床面積の大 きな ものに対 して

も使用されているが、 「積層 ゴム＋鋼棒ダ ンパ ー」では小さな物に対 して は使用されているが

大きな物では使用 されていない。

図3―3―2―7は 各施工業者 にみた免震装置別件数では、最 も多か ったのは 「住友建設」

の 「鉛入 り積層ゴム」で10件 。 これは鉛入 り積層ゴムの持つ建物の約4割 に相当する。 また奥

村組ではダ ンパ ーに鋼棒ダ ンパ ーを採用 している。大成建設で は積層ゴム＋鋼棒ダ ンパ ーを持

つ建物の約4件 施工 しているが、すべ り支承＋復元ばねでは3件 、弾性すべ り支承 ＋積層ゴム

では1件 とアイソレーターとダ ンパ ーを併用 したすべ り系で も施工実績がある。 しか しすべ り

系では、他社の施工 にはみ られない。その他 にも竹中工務店て は積層ゴム＋粘性ダ ンパ ーを持

つ建物を3件 施工 しているが、他社ではみ ることができない。 このよ うな ことか らも
、その建

物の採用 される免震装置の種類 は各施工会社 ごとに決定 しているといえ る。
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免震装置

積 層 ゴム.弾 性す
べ り 1

すべ り支承.復 元
ばね

3

鉛入 り積層ゴム＋
高滅衰積層ゴム

2

鉛入 り積層 ゴム 28

シ リコン積層 ゴム 1

高減衰積層 ゴム 19

多段積層ゴム.粘
性ダンパー

1

積層 ゴム.鉛 ダン
パー ＋摩擦 ダ ン 4

積層 ゴム.鋼 リン
グダンパー

2

積層 ゴム.粘 性 ダ
ンパ ー

4

積層 ゴム.鋼 棒 ダ
ンパ ー＋鉛 ダン

4

積層 ゴム.鋼 棒ダ
ンパー

22

0 5 10 15 20 25 30 (件)

図3―3―2―1装 置別件数(免 震)

(件)

18

ABCD E FGH IJ KLM

RC17 1 3 2 4 13 1 17 2 3 1

SRC5 1 5 4 1

S 2 0 1 1 3

木造 1 3

2×4 1

16

槽造

RC

SRC

S

木造

2×4

M L K J
I H G F E

D C

免震装置

B A

14

12

10

8

6

4

2

0

免震 装 置

A:層層ゴム.鋼● ダンパー

8:積層ゴム.鋼● ダンバー＋鉛ダンパー

C:積層ゴム.粘 性ダンパー

D:積層ゴム.鋼 リングダンバー

E:覆層ゴム.鉛 ダンパー＋摩擦ダンパー

F:多段層積層ゴム.粘 性ダンパー

G:高 滅衰積層ゴム

H:シリ コン積層ゴム

I:鉛入り積層ゴム

J:鉛入り積層ゴム＋高滅衰積層ゴム

K:す べり支承＋復元ばね

L:弾 性すべり.積 層ゴム

M:未 記入

図3―3―2―2各 種免震装置に見た構造別件数
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1:事 務所 ・店舖

2:住 宅 ・アパー ト

3:病 院 ・ホテル

用途
1＋2

M L K J I H G F E D C B A

(件)

16

14

12

10

8

6

4

2

0

ABCDEFGHIJK LM

1:事 所 ・店舗13 3 1 3 1 11 1 15 1 2 1

2:荘宅 ・アパート8 1 2 2 1 6 12 1 1

3:病 院 ・ホテル 1 1 1 1

1＋21 1

免 震 装置

A:積層ゴム.鋼 ■ダンパーB

:積層ゴム.鋼 構ダンパー＋船ダンパー

C:積 層ゴム.帖 性ダンパ-

D:積層ゴム.鋼 リングダンパー

E:積層ゴム.鉛 ダンパー＋摩擦ダンパー

F:多段層図層ゴム.粘 性ダンパー

G:高 滅衰積層ゴム

H:シ リコン積層ゴムI

:鉛入り積層ゴム

J:鉛 入り積層ゴム＋高滅衰積層ゴム

K:す べり支承＋復元ばね

L:弾性すべり.積 層ゴム

M:未 記入

免震装置

図3―3―2―3各 種免震装置にみた用途別件数

1

3

地上階数

5

7

9

11

13

15
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L

免震装置

M

(件)

6

5

4

3

2

1

0

図3―3―2―4各 種免震装置にみた地上階数別件数

ABCDEFGHI JKL M

1 1 1 1

2 5 1 1 1 6

3 3 2 1 6 1 6 1

4 2 2 3 4 1 1

5 4 1 1 2 1 1 1

6 1 1 1 3 1

7 1 1 5
8 2 1 1 1 1

9 1

10 2 1

11 1

12 1

13

14 2 2

15 1

免 震 装置

A:積 層ゴム.鋼● ダンパー

B:積層ゴム.鋼 片ダンパー＋鉛ダンパー

C:積 層ゴム.粘 性ダンパー

D:積 層ゴム・鋼リングダンパー

E:層層ゴム.鉛 ダンパー＋摩擦ダンパー

F:多段層積層ゴム.粘 性ダンンパー

G:高減衰積層ゴム

H:シ リコン積層ゴムI

:鉛入り積層ゴム

J:鉛入り積層ゴム＋高滅衰積層ゴム

K:すべり支承＋復元ばね

L:弾性すべり，積層ゴム

M:未 記入

(件)

25

20

15

10

ABCDEFGHIK J L M

なし 17 3 4 2 4 1 16 22 1 2 1

B1 5 2 1 5 1 1 1
B2 1 1 1

免 震 装置

A:積 層ゴム.鋼● ダンパー

B:積層ゴム.鋼■ ダンパー＋鉛ダンパー

C:積 層ゴム.粘 性ダンパー

D:積 層ゴム.鋼 リングダンパー

E:積層ゴム.鉛 ダンパー＋摩擦ダンパー

F:多段層積層ゴム.粘 性ダンパー

G:高減衰積層ゴム

H:シ りコン積層ゴム

I:鉛入り積層ゴム

J:鉛入り積層ゴム＋高滅衰積層ゴム

K:すべり支承＋復元ばね

L:弾性すべり.積 層ゴム

M:未 記入

5

な し

地下階数

B1

B2

M L K J
I H G F E D

免震装置

C B A
0

図3―3―2―5各 種免震装置にみた地下階数別件数

―39―



(件)
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ABC DEFGH IJ KLM
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25000～ 3

6

0～1500
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L K J

1 H G F E D C

免震装置

B A
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0

免 震 装置

A:積 層ゴム.鋼● ダンパー

B:積 層ゴム.鋼● ダンパー＋鉛ダンパー

C:積層ゴム.粘 性ダンパー

D:積層ゴム.鋼 リングダンパー

E:積層ゴム.鉛 ダンパー＋摩擦ダンパー

F:多段層積層ゴム.粘 性ダンパー

G:高 滅衰積層ゴム

H:シ リコン積層ゴム

I:鉛入り積層ゴム

J:鉛入り積層ゴム＋高滅衰積層ゴム

K:すべり支承＋復元ばね

L:弾性すべり.積 層ゴム

M:未 記入

図3―3―2―6各 種免震装置にみた延床面積別件数
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1
2 3

施工者

4 5
6

7 8
9

10
11 A

B

C

D

E

F

G
H

I

免震装置
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1 :奥村組 4 1

2 :間組 1 2

3 :熊谷組 2 1

4 :三井ホーム 3 2

5 :三井建設 3

6 :鹿島建設 3 3

7 :住友建設 10 1

8 :清水建設 1 1

9 :大成建設 4 3 1

10 :大林組 1 1

11 :竹中工務店 3 1 1

[3件 以上 を施工(清 水建設、大林組 を除 く)]

免 震 装置

A:積 層ゴム.鋼● ダンパー

B:積 層ゴム.鋼● ダンパー＋鉛ダンパー

C:積 層ゴム.粘 性ダンパー

D:積層ゴム.鋼 リングダンパー

E:積 層ゴム.鉛 ダンパー＋摩擦ダンパー

F:多殿層積層ゴム・粘性ダンパー

G:高 滅衰積層ゴム

H:シリ コン積層ゴム

I:鉛入り積層ゴム

J:鉛入り積層ゴム＋高滅衰積層ゴム

K:す べり支承＋積元ばね

L:弾性すべり.積 層ゴム

図3―3―2―7各 施工者に見た免震装置別件数
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3―4制 振 ・免震装置に対する評点付設の方法

3―4―1制 振装置設置建物

ここでは制振装置を持つ建物が どの ような評点付設をされているかをみるために各項 目にみ

た評点付設方法の状況を記す。図3―4―1―1で 評点付設方法別件数を出 し、それを元に各

項 目別に集計 した。項 目の内容は 「構造」 「用途」 「地上階数」 「地下階数」 「最高部高さ」

「延床面積」 「主体構造部の補正」 「評点付設方法」であ る。

評点付設方法別件数を図3―4―1―1に 示 しているが、 「1:基 準表に評点項目を新設 し

評点付設を行 った」建物が9件 、 「2:主 体構造部 ・基礎等の補正により対応」 した建物が2

件で、なん らかの形で評点付設を行 った建物は11件 にとどまり、 「3:特 段の評点付設 はしな

か った」建物が30件 に上 った。 この中には、償却 資産 として評価 してい るもの もあったが、

「その他工事」で考慮 し、家屋 として評価 しているもの も相当数 ある。評点を付設 しない理由

としては、各層配置型のように主体構造部その ものと見 られ るものについては明確計算によ り

自ず と評点付設 されていることか ら、別段の評点付設の必要がないものとしたもの も見 られた

が、他に建築費に占め る当該装置の価格の割合が非常に小さい こと、評点基準表 にない項 目で

あることを挙げる団体 もあった。 また、未記入が21件 あ り、 この中には建物 自体がまだ完成 し

て いなか った り、完成 していて もまだ評価を行 っていなか った り、非課税客体のために元々評

価を行わない建物が含まれている。

各種構造にみた評点付設方法別件数を図3―4―1―2に 示 しているが、基準表に評点項 目

を新設 し評点付設を行 った り、主体構造部 ・基礎等の補正によ り対応 した建物 はほとん どの構

造の種類 に広が ってお り、各種構造別 によって評点付設の方法が決まるとは考え られない。

各種用途にみた評点付設方法別件数を図3―4―1―3に 示 している。基準表に評点項 目を

新設 し評点付設を して いる建物を用途別 に見 ると、事務所 ・店舗が6件 、事務所 ・店舗 と病

院 ・ホテルの複合 ビルが2件 、劇場 ・娯楽場が1件 であった。また、主体構造部 ・基礎等の補

正によって対応 したものは、事務所 ・店舗が1件 、事務所 ・店舗 と病院 ・ホテル との複合 ビル

が1件 であ り、その他の用途の建物は全て特段の評点付設を しなか ったか未記入であ った。

地上階数にみた評点付設方法別件数 は図3―4―1―4の とお りであ る。基準表 に評点項 目

を新設 し評点付設を した り、主体構造部 ・基礎等の補正により対応 してなん らかの形で評点付

設を行 った建物 は、 ほとんどの地上階数 の建物に存在 し、これとい った特徴を見出す事は出来

なか った。

地下階数 にみた評点付設方法別件数を図3―4―1―5に 示 している。基準表に評点項 目を

新設 し評点付設 した建物の地下階は、地下階な しが2件 、B2階 とB3階 が3件 づつ、B4階

が1件 で、主体構造部 ・基礎等の補正により対応 した建物 は、地下階な しが1件 、B3階 が1

件であり、評点付設を全 く行わなか ったのは、B1階 とB5階 であった。 しか しこの図を見て

も、地下階数 によって評点付設の方法が決まるとは考え られない。
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最高部高さにみた評点付設方法別件数を図3―4―1―6に 示す。基準表に評点項 目を新設

し評点付設 した り、主体構造部 ・基礎等の補正により対応 して何 らかの形で評点付設を行 って

いそのは、最高部が100m以 上の建物 とな っていて、それ以下の建物 は評点付設は行 っていな

い。ただ、 これが評点付設を行 う要因であるかどうか はこれだけではわか らない。

延床面積でみた評点付設方法別件数 を図3―4―1―7に 示 しているが、基準表 に評点項

目を新設 し評点付設を している建物 は、小 さな ものは1，000～5，000㎡ の範囲か ら大 きなもの

は300，000㎡ を超える建物 まですべての範囲に広が っている。主体構造部 ・基礎等の補正 によ

り対応 しているのは1，000～5，000㎡ と100，000～150，000㎡ と150，000～200，000㎡ の範囲

に1件 ずつで、延床面積 と評点付設の方法の関連性を見出す ことは出来ない。

評点付設方法の主体構造部の補正別件数 は図3―4―1―8の とおりであるが、評点付設の

方法で特段の評点付設を しな くて主体構造部の補正を行わなかった建物が27件 であり、そのど

ち らも未記入の建物が20件 を占めた。主体構造部に対 して減額補正 を行 った建物 は1件 もな く、

何 らかの形で評点付設を行 った建物で も主体構造部に対 して減額補正を行 ったものはなか った。

前項で も述べたように、 これはいわゆる明確計算によ り施工量を把握 して評価 していることに

よるもの と考え られる。

図3―4―1―9は 各種制振装置にみた評点付設方法別件数を示す。未記入を除いて考え る

と、制振装置の うちパ ッシブ ・マス ・ダンパー系では評点項 目を新設 したものが5件 、補正に

より対応 したものが2件 で、評点付設を しなかった ものが8件 であ った。ア クティブ ・マス ・

ダンパー系は評点項目を新設 したものが2件 で評点付設を しなか った ものが4件 、ハイブ リッ

ド・マス ・ダンパー系で は評点項 目を新設 した ものが2件 で、評点付設を しなか った ものが3

件 であ った。評点付設 しなか った理由と して、償却資産 と見な した というもの もあり、家屋 と

の一体性について否定的な見解 も見 られたが、評点基準表 に評点項 目がない との理由を挙 げる

団体 もあった。各層配置型は特段の評点付設 はしなか った建物が15件 全てで、評点付設を行 っ

た建物 はなか った。各層配置型が評点付設されなか ったのは、装置が構造 に含 まれると判断 さ

れ、いわゆる明確計算での施工量把握 により自ず と評点付設 された結果 と考え られる。
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評点付設方法

未記入 21

3 30

2 2

1 9

0 5 10

1:基 準表に評点項目を新設し評点付設

15 20

2:主 体構造部 ・基礎等の補正により対応

25 30 (件)

3:特 段の評点付設はしなかつた
(明確計算により自ずと評点付設さ
れているものを合む。以下同 じ。)

図3―4―1―1評 点付設方法別件数(制 振)

(件)

18

16

14

12

10

1・2・31・32・3123

1 1 1 2 5

2 1 1

3 2 8 2 6 1 11

未記入 1 2 18

構造

1:SRC

2:RC

3:S

8

未記入

3

2

6

4

2

0

評 点付設方法
1:基 準表に評点項 目を新設 し

評点付設
2:主 体構造部 ・基礎等の

補正によ り対応.
3:特 段の評点付設は しなか った

評点付設方法 1

構造

図3―4―1―2各 種構造にみた評点付設方法別件数(制 振)

(件)

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

A B C

用途

D E F
G H I J K L

M N

2

3

1

評点付設方法

未記入

A BCD EFG HIJK LMN

未記入 11 1 3 1 1 2 1 1
3 19 3 3 2 1 1 1

2 1 1

1 6 2 1

用途

A:事 務所 ・店舗

B:住 宅 ・アパー ト

C:病 院 ・ホテル
D:A・B

E:A・C'

F:A・ 劇場
G:A・ 展望室

H:タ ワー

I:管制塔
J:劇 場 ・娯楽場

K:実 験棟

L:展 望棟

M:展 望棟 ・無線棟
N:博 物館

評点付設方法
1:基 準表に評 点項 目を新設 し

評点付設
2:主 体構造部 ・基礎等の

補正によ り対応
3:特 段の評点付設はしなかった

図3―4―1―3各 種用途にみた評点付設方法別件数(制 振)
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(件)

10

5
1～10

1～1011～2021～3031～4041～5051～6061～70

記入 3 6 8 1 3

3 10 5 7 6 1 1

2 1 1
1 1 2 2 2 1 1

評点付設方法

1:基 準表に評点項目を新設 し

評点付設
2:主 体構造部 ・基礎等の

補正によ り対応
3:特 段の評点付設は しなか った

11～20

21～30

31～40

未記入

3

評点付設方法

2

1

41～50

51～60

61～70

地上階数

図3―4―1―4地 上階数にみた評点付設方法別件数(制 振)

(件)

10

8

6

4

2

0

なしB1B2 B3B4B5

未記入 5 3 8 2 2 1

3 6 7 10 4 1 2

2 1 1

1 2 3 3 1

評点付設方法

1:基 準表に評点項目を

新設 し評点付設
2:主 体構造部 ・基礎等の

補正により対応
3:特 段の評点付設は

しなか った

なし

B1 1

B2

地下階数

B3

B4

B5

3

2

評点付設方法

未記入

図3―4―1―5地 下階数にみた評点付設方法別件数(制 振)

(件)

10

0～50100150200250
50～100～150～200～250～

未 記入300

未記入 6 8 2 1 2 2

3 1 6 10 2 1 10

2 1 1

1 2 1 2 2 2

8

6

4

2

0

0～50

50～100

坪点付設方法
1:基 準表に評点項 目を新設 し

評点付設
2:主 体構造部 ・基礎等の

補正によ り対応

3:特 段の評点付設は しなか った

100～150

未記入

3

評点付設方法
2

150～200

200～250

250～300

未記入

最高部高 さ(m)

1

図3―4―1―6最 高部高さにみた評点付設方法別件数(制 振)
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未記入
300000～

200000～300000

150000～200000

100000～150000

50000～100000

10000～50000

延床面積(㎡)

5000～10000

1000～5000

(件)

12

10

8

6

4

2

0

1 23

0～1000 2 1

1000～5000 1 1 3 4
5000～10000 1 1

10000～50000 1 11 7

50000～10001 5 6
100000～150003 1 4 2

150000～20000 1 2

200000～30000
'1

300000～ 1 1

未記入 1

評点付設方法

1:基 準表に評点項 目を

新設 し評点付設
2:主 体構造部 ・基礎等の

補正によ り対応
3:特 段の評点付設は

しなかった

0～1000

評点付設方法

図3―4―1―7延 床面積にみた評点付設方法別件数(制 振)

(件)

12 3未 記入

未記入 1 3 20

B 8 2 27 1

A

30

25

20

評点付設方法

1:基 準表に評 点項 目を新設 し

評点付設
2:主 体構造部 ・基礎等の

補正によ り対応
3:特 段の評点付設は しなか った

15

10

5

0

1
2

評点付設方法
3

未記入

未記入

B

A

主体構造部の補正

主体構造部の補正

A:主 体構造部に対 して

滅額補正を行 った
B:特 段の補正は行っていない

※装置設置に伴 う●体 施工量の

減少を勘案 し、主体構造部で

減額補正 したか否か を見るた

めの項 目である。

図3―4―1―8評 点付設方法にみた主体構造部の補正別件数(制 振)

(件)

16

14

12

A HPPW

1 2 2 5

2 2
3 4 3 8 15

未記入 3 3 6. 9

10

8

6

4

制振装置

A:ア クテ ィブ・ マス ・ダンパー系

H:ハ イブリット ・マス ・ダンパー系
P:パ ッシブ ・マス ・ダンパー系

PW:各 層配置型(制振壁 を含む)
2

0

未記入

3

評点付設方法

2

1
A

H

P

PW

制振装置

評点付設方法
1:基 準表に評点項日を新設 し

評点付設
2:主 体構造部・ 基礎等の

補正により対応
3:特 段の評点付設は しなか った

図3―4―1―9各 種制振装置にみた評点付設方法別件数
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3―4―2免 震装置設置建物

ここでは免震装置を持つ建物がどのような評点付設をされているかをみるために各項目にみ

た評点付設方法の状況を記す。図3―4―2―1で 評点付設方法別件数を出 し、それを元 に各

項 目別 に集計 した。項 目の内容は 「構造」 「用途」 「地上 階数」 「地下階数」 「延床面積」

「主体構造部の補正」 「評点付設方法別」である。

評点付設方法別件数 は図3―4―2―1の とお りである。 「特段の評点付設は しなか った」

ものが92件 中50件 。 この中には 「特別な防災設備 につ いては評点が未付設のため未採用」とい

うもの も見 られたが、多 くは制振装置 と同様に明確計算で 自ず と評点付設 されて いるために、

このような結果 にな った もの と思われ る。その他、公共建築物のために非課税の もの も含 まれ

ていることによる。 「基準表に評点項 目を新設 し評点付設」の5件 の内訳 は、 「取得価格を参

考」、「免震装置取得価格の0.7掛 け」、「主体構造部中、床構造 において、免震床 として取得価

格を参考に し、特殊設備 として評点付設」が各1件 ずつ、 「取得価格を参考に し、特殊設備 と

して評点付設」が2件 である。次に 「主体構造部 ・基礎等の補正により対応」 した8件 の内訳

は 「主体構造部 の補正」が3件 、 「その他工事の補正」が4件 、 「基礎鉄筋 コンク リー ト杭の

補正」、「仮設工事の補正」、「基礎工事の補正」が各1件 ずつであ った。各項 目の補正の合計 と

「主体構造部 ・基礎等の補正により対応」の合計、8件 が合わないの は各建物 において補正を

2ま たは3箇 所で行 っているためである。

各種構造 にみた評点付設方法別件数を図3―4―2―2に 示 しているが、 「RC造 」の 「特

段の評点付設 は しなか った」物が39件 と最 も多 く、続 いて 「RC造 」の 「未記入」が18件 、

「S造 」の 「特段の評点付設は しなか った」 もの は0件 だった。

各種用途 にみた評点付設方法別件数 は図3―4―2―3に 示す とおりであ る。 「事務所 ・店

舗」、「住宅 ・アパ ー ト」の 「特段 の評点付設 は しなか った」 ものが24件 と最 も多 い。 「事務

所 ・店舗」の 「基準表 に評点項 目を新設 し評点付設」 した ものは、5件 あったが、 「住宅 ・ア

パー ト」では0件 であった。

各種階数 にみた評点付設方法別件数 は図3―4―2―4の とお りであ る。 「地上3階 」の

「特段の評点付設 はしなか った」 ものが13件 と最 も多 く、 「地上2階 」の 「未記入」が9件 。

「基準表に評点項 目を新設 し評点付設」、「主体構造部 ・基礎等の補正によ り対応」 した ものは

「地上2階 」～ 「地上9階」 に集中 している。

地下階数 にみた評点付設方法別件数 は図3―4―2―5の とお りである。 「地下階な し」の

「特段の評点付設 はしなか った」 ものが37件 と最 も多 く、続いて 「地下階な し」の 「未記入」

が26件 であった。

延床面積 にみた評点付設方法別件数 は図3―4―2―6の とお りである。 「0～1，500(㎡)」

の 「特段の補正を しなか った」 ものが22件 と最 も多 く、何 らかの補正を した 「基準表 に評点項

目を新設 し評点付設」 「主体構造部 ・基礎等の補正により対応」 したものは延床面積 に関わ ら
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ず全体的 に見 られた。

評点付設方法別主体構造部の補正別件数 は図3―4―2―7の とお りであ るが、 「特段の評

点付設 は しなか った」 ものの 「特段 の補正 は行 っていない」 ものが38件 と最 も多 く、続いて

「1:未 記入 」の 「A:未 記入」が26件 とな っている。評点に関わる何 らかの事を行 った 「基

準表に評点項目を新設 し評点付設」 「主体構造部 ・基礎等の補正により対応」 したものは共に

全て主体構造部の減額補正 に対 して特段の補正 は行 っていなか った。

図3―4―2―8は 各種免震装置にみた評点付設方法別件数を示す ものである。

「鉛入 り積層 ゴム」の 「特段の評点付設は しなか った」 ものが15件 で最高。続いて、 「鉛入 り

積層ゴム」の 「未記入」が11件 。 「基準表 に評点項 目を新設 し評点付設」を した ものが計5件 。

内、 「高減衰積層 ゴム」の2件 が最 も多 く、 「主体構造部 ・基礎等の補正によ り対応」では8

件中4件 が 「積層 ゴム＋鋼棒ダ ンパ ー」であ る。

なお、 「検討 中」は、未評価の建物につ いての回答である。

評点付設方法

検討中 2

未記入 27

3 50

2 8

1 5

0 10
1:基 準表に評点項目を新設し評点付設

20 30
2:主 体構造部・基礎等の補正により対応

40 50 (件)
3:特 段の評点付設はしなかつた
(明確計算により自ずと評点付設さ
れているものを含む。以下同じ。)

図3―4―2―1評 点付設方法別件数(免 震)

(件)

40

35

RCSRCS 2×4

1 1

1 2 2 1

2 4 2 2

3 39 10 1

未記入 18 2 3 3 1

30

25

20

15

10

5

0 3

未記入

評点付設方法
1:基 準表に評点項 目を新設 し

評点付設
2:主 体構造部 ・基礎等の

補正によ り対応
3:特 段の評点付設は

しなかった

2

1

検討中
評点付設方法

構造

図3―4―2―2各 種構造にみた評点付設方法別件数(免 震)
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(件)

25

20

15

10

A B C A＋B

未記入 15 9 2 1

3 24 24 .1 1

2 7 1

1 5

1 1

用途

A:事 務所 ・店舗

B:住 宅 ・アパー ト
C:病 院 ・ホテル

5

0

A

用途

B

C
1

検討中

2

3

未記入

評塩付設方法
1:基 準表に評点項目を

新設 し評点付設
2:主 体構造部 ・基礎等の

補正 により対応
3:特 段の評点付設は

しなか った

A＋B

評点付設方法

図3―4―2―3各 種用途にみた評点付設方法別件数(免 震)

(件)

14

12

10

8

6
7

5

3

1

12 34 5 67 8 910 11121415

未記入2 9 5 4 1 1 2 1 1 1

31 3 13 8 8 3 3 4 2 1 1 3

2 1 1 1 3 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

評点付設方法

1:基 準表に評点項 目を

新設 し評点付設
2:主 体構造部 ・基礎等の

補正により対応
3:特 段の評点付設は

しなか った

4
9

2

0
11 地上階数

14

評点付設方法

図3―4―2―4地 上階数 にみた評点付設方法別件数(免 震)

(件)

40

35

30

B1B2

未記入 26 1

3 37 11 2

2 4 3 1
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図3―4―2―7評 点付設方法にみた主体構造部の補正別件数(免 震)
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図3―4―2―8各 種免震装置にみた評点付設方法別件数
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3―5ま と め

3章 では、回収 した調査表を もとに項 目別 に分析を行い、3―2で は制振、免震それぞれの調

査対象建物の概要 について分析を行 った。

まず、3―2―1の 制振建物についてみると、構造で はS造 の建物が最 も多 く、地上階数や最

高部の高 さ別の件数を見て も、制振装置 は高層建物 に設置 されていることが よ く判 る。 また、用

途が事務所であ る建物が大変多い。事務所 とその他の用途が一つの建物内にあ る複合 ビル も幾つ

かあ り、その うち事務所 ＋ホテルの複合 ビルが増 えて きているよ うである。住宅 ・アパ ー ト用の

建物は高層 ビル と して建て られることが少ないので、制振装置が設置され る例 は少ない。その他

に、タワーや展望塔や管制塔などの中間層が無い特殊な建物 にも使われている。 この種の建物 は、

最高部の高 さに比べて床面積が小 さく、階高 も低いが、その ことを図3―2―1―12、14、15な

どの グラフか ら読み とることがで きる。

次いで、3―2―2の 免震建物 についてみ ると、 こちらはRC造 が大部分を占めて いる。免震

の 目的は、固有周期が短 い建物を長周期化 し、地震動 との共振を避 ける事であるので、高層 ビル

等の階数の多 い建物 には利用 されない。用途でみ ると、事務所 ・店舗が最 も多 いが、住宅 ・ア

パー トもそれに次 いで多い。 これは、マ ンションに地震災害への安全性 という付加価値 として免

震装置を設置す る建物が増えたか らである。制振装置 と違い、免震 は中低層の建物に取 り付 けら

れ るため、地上階数の低 い、そ して延床面積の小 さい建物が多 く、また基礎部分 と上部構造の間

に免震装置を設置す る免震 ピッ トを必要 とす るものが多 く、地下階が無い ものが ほとん どとなっ

ている。また、 レ トロフィ ッ トという、神社 ・仏閣あ るいは明治か ら昭和初期にか けて建築され

た文化財的価値のある既存の建物に免震装置を取 り付けて、地震動による破壊を防 ぐ方法 も試み

られている。

3―3で は、各種の制振 ・免震装置それぞれの設置状況を項 目別 にみて分析を行 った。

3―3―1の 制振装置については、調査表での調査 において制振装置の種類が多 くな りす ぎた

ので、制振装置 の種類を各層配置型、パ ッシブ ・マス ・ダ ンパ ー系、ア クティブ ・マス ・ダ ン

パー系、ハイブ リッ ド・マス ・ダ ンパー系 に大 き く分類 した。そ して、各 々の制振装置が建物概

要の各項 目ごとに、 どのような特徴があ るか見てみ ると、アクテ ィブ系 とハイブ リッド系はほと

ん どの建物がS造 で、高層の建物に利用 され る事が多 いが、パ ッシブ系 と各層配置型は、S造 の

利用が多い ものの、その他の構造にも使われていて、比較的低層の建物 によ く使われている。評

点付設方法別件数では、各層配置型のみ評点付設を行 った建物が0件 で、マス系の制振装置には、

評点付設を行 った建物の割合が高かった。 これ は、層間配置の制振装置 は、構造部材 として見 ら

れ装置単独で評点項 目にな りに くいためであると思われる。主体構造部の補正に関 しては、減額

補正を行 った ものがなか ったが、 これは施工量補正の不要な明確計算による評価 を行 ってい るこ

とによるもの と思われる。

3―3―2の 免震装置につ いては、水平剛性 を小 さくし建物を長周期化す るアイ ソレーターと、
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減衰装置のダンパ ーによって分類を行 った。免震装置の中でよく使われているのは、鉛入 り積層

ゴム、高減衰積層 ゴム、積層 ゴム＋鋼棒ダ ンパーの3種 類であ る。免震装置ごとに建物概要の各

種項 目を見てみ ると、件数の多い上記の3種 類には、図3―3―2―6「 各種免震装置にみた延

床面積別件数」での、延床面積 による装置の使われ方の相違など、い くらか特徴を見出す事が出

来たが、それ以外 には免震装置 との関連性 は出てこなか った。評点付設方法をみて も、評点付設

が行われた ものが少 な く、付設 した免震装置 も種類が さまざまで各種類毎の特徴を見出せなか っ

た。主体構造部の補正に関 して は、補正を行 った建物がなか ったが、 これは制振装置の理由 と同

様であると考え られる。 ここで、関連性が はっきり出るグラフは、図3―3―2―7「 各施工業

者にみた免震装 置別件数」であ る。鉛入 り積層 ゴムは住友建設 の施工が多 く、奥村組で はダ ン

パーに鋼棒 ダンパ ーを採用 している。そ して、大成建設のすべ り支承、竹中工務店の粘性 ダ ン

パーは、その施工業社の独 自の装置 となって いる。

3―4で は、制振 ・免振装置設置建物の評点付設方法別に、各項 目ごとの分析を行 った。

3―4―1の 制振装置設置建物 に対す る評点付設方法を見 ると、何 らかの形で評点付設を行 っ

た件数は、対象物件62件 中あわせて11件 であった。ただ 「評点付設を行わなか った」 と回答され

た ものの中には、償却資産 として評価 しているもの もあったが、 「その他工事」で考慮 し、家屋

として評価 してい るものが相当数み られた。 また未記入の建物が21件 あ り、 この中には非課税客

体であ るため評価を行 っていないものが多い。その他 に建物が未完成であ った り、竣工 したがま

だ評価を行 って いない建物 も含 まれている。評点付設の方法 につ いて、それぞれの項 目でどのよ

うな関連性があるか見てみたが、多 くの項 目で関連性 を見出す ことはで きなか った。その中で、

関連性が あ りそ うに思われたの は、図3―4―1―9「 各種制振装 置にみた評点付設方法別件

数」 に見 ることが出来 るよ うに、制振装置の種類であ る。主体構造部の補正 につ いては、減点補

正を行 った建物がなか った。

3―4―2の 免震装置設置建物に対す る評点付設方法を見ると、何 らかの形で評点付設を行 っ

た件数は、 「基準表に評点項 目を新設 し評点付設」が5件 、 「主体構造部 ・基礎等の補正 により

対応」が8件 で、合計13件 であ り、 「特段の評点付設は しなか った」建物が50件 と多数を占めて

いた。免震建物 は、制振建物以上に評点付設を行 った建物の割合 は少 なか った。 また、評点付設

を行 った建物で は 「取得価格を参考」に して評点付設を行 っているが、その値は建物 ごとに違 っ

ている。主体構造部 ・基礎等の補正 によ り対応 した建物 も補正の方法 にはバラツキがみ られた。

ここで も、評点付設方法 と各項 目の関連性 を見てみたが、やはり関連性を読み とることが出来な

か った。主体構造部の補正につ いて も同様の ことが言え る。
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第4章 結 論

4―1結 論

(1)制 振装置 ・免震装置の評価の現状

制振装置 ・免震装置を設置 した建物 に対 して行 った本調査では、同装置について各団体が ど

のような評価を行 っているかを、建物の概要 とともに調査を行い、項 目ごとに細か く分析 した

が、構造 ・用途などの各項 目と制振 ・免震装置の評価方法 との間に明瞭な関連性 は見 出せなか

った。

また、制振装置 ・免震装置を設置 した建物 ともに、装置に評点を付設 した ものおよび装置に

対する補正を行 った もの はまだ少数で、その方法に もば らつ きが見 られた。制振装置について

はこの2つ の うち 「評点項 目を新設 した」 ものが ほとん どで、設備 と して 目に見えやすいマス

系の制振装置に係 るものである。各層配置型の制振装置には評点付設 された事例がな く、壁や

梁等の構造体その ものの一部と見なされた もの と考え られる。逆に、免震装置は 「主体構造部

等の補正」 によ り評点付設 したもの も比較的多 く、装置その ものが構造体の一部 と見な されて

いる事例が多いことを物語 っている。

制振 装置 ・免震装置については、本調査に該 当す る建物が非常に少ないことで も判るよ うに、

従来非常に限 られた建物 に用 いられていた こともあ って、評価基準 において評点項 目として は

現在設 けられていない。 しか しなが ら、特に阪神 ・淡路大震災以降、建物の耐震化の重要性が

叫ばれてか らは、その数を急激に増や しつつあ る。 これ らの状況を踏 まえ、評価基準上の整理

あるいは評価手法 としての検討が必要である。

(2)評 価手法の検討

本調査では、制振装置 ・免震装置を設置 した現存す る建物 について対象 としたが、その数 は

合わせて も154件 であり、全家屋に占める割合は極端に少ないのが現状であ る。加えて、 これ

ら装置の種類や規模等 は、非常 に多岐にわたってお り、評価基準上、標準評点数 として一つの

基準を示すには時期尚早 と言わざるを得ない。 しか しなが ら、装置 ごとの評価部位で さえ各団

体で違いがある実態をかんがみれば、現時点で出来 うる最 も有益な ことは、制振 ・免震装置に

ついて、建物のどの部分別で評価す るか、言 い換えれば現行のどの評点項 目で評点付設す るか

について統一的見解を示す ことであると考える。表4―1に 一案を示す。

表4―1制 振 ・免震装置に関する評価項目の建物部分別における位置付け案

評 点 項 目 部分別における位置付け

制振装置
マ ス ・ダ ンパ ー系 特殊設備叉は主体構造部

各層配置型 主体構造部

免震装置 主体構造部
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制振装置のうち、マス ・ダンパー系は、構造上、主体構造部とは別物として造 られるものが

一般的であるが、建物の構造解析か らみれば、制振装置が建物の振動を抑制するシステムとし

て、主体構造部の一部としての役割を担 っている。基本的には特殊設備として位置付けられる

ものであると考え られるが、後者を重視すれば主体構造部として位置付けるのが適当であると

考えることもできる。このため、両者を併記 したものである。また、各層配置型は、その装置

が構造体の一部に不可分なものとして取 り付けられるものであることから、主体構造部として

見なすことができる。

免震装置は、その装置により建物が上部構造と下部構造に分かれているものであるが、この

上部構造については●体の施工量の減少が見られるところか ら、直ちに在来構法の基礎より上

の部分と同列に論ずるのは適当ではない。免震 ピット部分を含めて主体構造部とみなす部分を

どのようにみるかは、建物の特色に応じたケースバイケースの判断が求められる。

なお、いずれも取得価額等を参考に評点付設することとなるが、 「主体構造部」として評点

付設するものについては、その取得価額を参考に補正率を求め、当該率を乗 じて主体構造部の

評点数を求めることが適当と思われる。

4―2今 後の展望

制振装置 ・免震装置を設置した建物の急激な増加が見込まれる中で、その評価方法に対する指

針を示すことが必要であることは、前項で述べたとおりであるが、これらを検討 していく際に念

頭に置 くべきこととして、次のことが挙げられよう。

(1)制 振装置のうちマス系の設備は、それ自体がなくても建物として成り立つような構造設計を

しているものもあり、家屋との構造上の一体性に疑問を呈する意見 もある。一方、この設備は、

耐震性を高めるというよりは強風による揺れを抑制 し、建物の居住性を高めるものとして、超

高層 ビル等の高さのある建物に取 り付けられることが多い。居住性は建物に対 して一般的に広

く求められるものであり、すなわち家屋として機能を発揮するための基本的な要件であると見

ることもできる。マス系の装置はまだ多様化の方向にあると考えられるため、家屋であるか償

却資産であるかについての早急な結論付けは現段階では避けなければならないと考えるが、今

後これらの議論をさらに進めていく必要があると思われる。

'(2)免 震装置にあ
っては、基礎の剛性が在来構法のものより高く、したがって基礎部分の鉄筋コ

ンクリー トの施工量 も多 くなっているが、上部構造については施工量の減少が見 られている。

今回調査対象となった建物はほとんどが非木造家屋で、明確計算による評価を行っているもの

であり、これらの施工量の多少について評点付設上考慮する必要がないものである。 しか しな

がら、木造家屋の場合は、一般の木造家屋と外見上は何ら変わりのない免震構造の木造家屋が、

今後相当数出て くるものと考え られるが、その際に、装置の一般的な流通価格が成立 してない

現状にあっては、なお評価に苦慮する場合が予想される。
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これからの方向として、木造家屋における免震装置の導入が一般化する動きを見せるようにな

れば、免震装置本体の評点数は無論のこと、これら●体部分の装置設置後の新たな標準量あるい

は補正係数を示 していくべきかどうかも検討する余地があろう。いずれにしても、建物の構造 ・

用途別、評点付設の方法別、団体別の評価上の均衡を失 しないような配慮が望まれる。

阪神 ・淡路大震災以降、建物の耐震化に対する意識の高まりの中で、これら装置も日に日に進

歩を遂げ、設置建物数も急激に増加し、その一般化への動きも見られている。当該装置の評点項

目化を睨めば、まだ検討すべき課題の残る現状にはあるが、今後も、制振装置 ・免震装置を設置

した建物の普及動向等について、注視していく必要があろう。
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